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(57)【要約】
【課題】互いのレーダ装置が干渉するか否かを確実に判
断でき、干渉すると判断したときに対策を講じることに
よって、対象物の正確な情報を測定することのできるレ
ーダ装置を提供する。
【解決手段】他車両と無線通信することによって当該他
車両に搭載されたレーダから放射される電磁波が到達す
る領域、及び周波数帯域などの情報と、自車両に搭載さ
れたレーダの電磁波の到達する領域、及び周波数帯域な
どの情報に基づき、自車両に搭載されたレーダと他車両
に搭載されたレーダとが干渉する可能性があると判断し
たときに、互いのレーダから放射される電磁波を干渉し
ない状態に変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射した電磁波と受信した反射波とに基づき、対象物を測定するレーダ手段と、
　他車両と無線通信をすることによって、当該他車両のレーダ手段の情報を取得する通信
手段と、
　前記通信手段によって取得された他車両のレーダ手段の情報、及び自車両のレーダ手段
の情報を示すレーダ情報に基づき、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段とが互いに
干渉する可能性があるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、自車両のレーダ手段、
及び他車両のレーダ手段の少なくとも一方に対して、放射する電磁波を干渉しない状態に
変更する指示を与える指示手段とを備える、レーダ干渉回避装置。
【請求項２】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達する領域を少な
くとも含む予め定められた他車側領域を前記他車両のレーダ手段に対応付けて示す情報を
取得し、
　前記判断手段は、
　　前記自車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む予め
定められた自車側領域と重複する前記他車側領域に対応付けられた前記他車両のレーダ手
段を、前記レーダ情報に基づき特定する領域重複レーダ特定手段を含み、
　　前記領域重複レーダ特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段と前記自車
両のレーダ手段とが互いに干渉する可能性があるか否かを判断する、請求項１に記載のレ
ーダ干渉回避装置。
【請求項３】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段が電磁波、及び反射波をそれぞれ放射、及び
受信するときの周波数帯域を他車周波数帯域として示す情報を取得し、
　前記判断手段は、
　　前記自車両のレーダ手段が電磁波を放射するとき、及び反射波を受信するときのそれ
ぞれの周波数帯域を示す自車周波数帯域を前記自車両のレーダ手段の情報に基づき認識す
る自車周波数認識手段と、
　　前記領域重複レーダ特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前
記自車周波数認識手段によって認識された前記自車周波数帯域と重複する前記他車周波数
帯域の前記他車両のレーダ手段を、前記領域重複レーダ特定手段によって特定された前記
他車両のレーダ手段の中から、前記レーダ情報に基づき判断する重複周波数判断手段とを
含み、
　　前記重複周波数判断手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前記自
車両のレーダ手段と前記他車両のレーダ手段とが干渉する可能性があると判断し、
　前記指示手段は、前記判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、前記
自車両のレーダ手段、及び前記重複周波数特定手段によって特定された前記他車両のレー
ダ手段の少なくとも一方に対して、前記自車周波数帯域と前記他車周波数帯域とが互いに
重複しないように変更する指示を与える、請求項２に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項４】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段が前記他車周波数帯域を変更することが可能
であるか否かを示す情報をさらに取得し、
　前記指示手段は、
　　前記判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、前記他車周波数帯域
を変更することが不可能な前記他車両のレーダ手段を、前記重複周波数特定手段によって
特定された前記他車両のレーダ手段の中から、前記レーダ情報に基づき特定する第１の指
示対象特定手段を含み、
　　前記第１の指示対象特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前
記自車両のレーダ手段に対して、前記重複周波数特定手段によって特定された前記他車両
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のレーダ手段の前記他車周波数帯域と重複しない前記自車周波数帯域に変更する指示を与
える、請求項３に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項５】
　前記指示手段は、前記第１の指示対象特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定
されないとき、前記重複周波数特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段に対
して、前記自車周波数帯域、及び互いの前記他車周波数帯域とそれぞれ重複しない前記他
車周波数帯域に変更する指示を与える、請求項４に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項６】
　前記指示手段は、前記判断手段によって干渉すると判断されたとき、前記自車両のレー
ダ手段に対して、前記重複周波数特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段の
前記他車周波数帯域と重複しない前記自車周波数帯域に変更する指示を与える、請求項３
に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項７】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段が、前記電磁波に重畳して放射する予め定め
られた系列の符号信号の符号パターンを他車符号パターンとして示す情報を取得し、
　前記判断手段は、
　　前記自車両のレーダ手段が電磁波に重畳して放射する予め定められた系列の符号信号
の符号パターンを示す自車符号パターンを前記自車両のレーダ手段の情報に基づき認識す
る自車符号パターン認識手段と、
　　前記領域重複レーダ特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前
記自車符号パターン認識手段によって認識された前記自車符号パターンと略一致する前記
他車符号パターンを重畳した電磁波を放射する前記他車両のレーダ手段を、前記領域重複
レーダ特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段の中から、前記レーダ情報に
基づき特定するパターン特定手段とを含み、
　　前記パターン特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前記自車
両のレーダ手段と前記他車両のレーダ手段とが干渉する可能性があると判断し、
　前記指示手段は、前記判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、前記
自車両のレーダ手段、及び前記パターン特定手段によって特定された前記他車両のレーダ
手段の少なくともいずれか一方に対して、前記自車符号パターンと前記他車符号パターン
とが互いに略一致しないよう変更する指示を与える、請求項２に記載のレーダ干渉回避装
置。
【請求項８】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段が前記他車符号パターンを変更することが可
能であるか否かを示す情報をさらに取得し、
　前記指示手段は、
　　前記判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、前記他車符号パター
ンを変更することが不可能な前記他車両のレーダ手段を、前記パターン特定手段によって
特定された前記他車両のレーダ手段の中から、前記レーダ情報に基づき特定する第２の指
示対象特定手段を含み、
　　前記第２の指示対象特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定されたとき、前
記自車両のレーダ手段に対して、前記パターン特定手段によって特定された前記他車両の
レーダ手段の前記他車符号パターンと略一致しないように変更させる指示を与える、請求
項７に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項９】
　前記指示手段は、前記第２の指示対象特定手段によって前記他車両のレーダ手段が特定
されないとき、前記パターン特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段に対し
て、前記自車符号パターン、及び互いの前記他車符号パターンとそれぞれ重複しない前記
他車符号パターンに変更するように指示を与える、請求項８に記載のレーダ干渉回避装置
。
【請求項１０】



(4) JP 2010-48716 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

　前記指示手段は、前記判断手段によって干渉すると判断されたとき、前記自車両のレー
ダ手段に対して、前記パターン特定手段によって特定された前記他車両のレーダ手段の前
記他車符号パターンと略一致しない前記自車符号パターンに変更する指示を与える、請求
項７に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１１】
　前記領域重複レーダ特定手段は、
　　現在よりも予め定められた期間だけ以前の間の前記自車領域に基づき、現在よりも当
該予め定められた期間だけ経過したときの前記自車領域を推定する自車領域推定手段と、
　　現在よりも前記予め定められた期間だけ以前の間に前記通信手段によって取得された
前記他車領域に基づき、現在よりも当該予め定められた期間だけ経過したときの前記他車
領域を前記他車両のレーダ手段に対応付けて推定する他車領域推定手段とを含み、
　　前記自車領域推定手段によって推定された前記自車領域と重複する前記他車領域推定
手段によって推定された前記他車領域に対応付けられた前記他車両のレーダ手段をさらに
特定する、請求項２に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１２】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段の位置を他車レーダ位置として示す情報を取
得し、
　前記重複周波数判断手段は、
　　前記自車両のレーダ手段の位置を示す自車レーダ位置を前記自車両のレーダ手段の情
報に基づき認識する自車レーダ位置認識手段を含み、
　　前記自車周波数帯域と重複する前記他車周波数帯域の前記他車両のレーダ手段を特定
するとき、前記自車レーダ位置認識手段によって認識された前記自車レーダ位置と近い前
記他車レーダ位置に存在する前記他車両のレーダ手段の前記他車周波数帯域から順番に前
記自車周波数帯域と比較して特定し、
　前記指示手段は、前記他車両のレーダ手段に対して指示を与えるとき、前記他車レーダ
位置の内、前記自車レーダ位置と近い位置に存在する前記他車両のレーダ手段から順番に
前記他車周波数帯域を変更する指示を与える、請求項５に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１３】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段の位置を他車レーダ位置として示す情報を取
得し、
　前記パターン特定手段は、
　　前記自車両のレーダ手段の位置を示す自車レーダ位置を前記自車両のレーダ手段の情
報に基づき認識する自車レーダ位置認識手段を含み、
　　前記自車符号パターンと略一致する前記他車符号パターンの前記他車両のレーダ手段
を特定するとき、前記自車レーダ位置認識手段によって認識された前記自車レーダ位置と
近い前記他車レーダ位置に存在する前記他車両のレーダ手段の前記他車符号パターンから
順番に前記自車符号パターンと比較して特定し、
　前記指示手段は、前記他車両のレーダ手段に対して指示を与えるとき、前記他車レーダ
位置の内、前記自車レーダ位置と近い位置に存在する前記他車両のレーダ手段から順番に
前記他車符号パターンを変更する指示を与える、請求項９に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１４】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達する前記他車側
領域を前記他車両のレーダ手段に対応付けて示す情報を取得し、
　前記領域重複レーダ特定手段は、前記自車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達
する前記自車側領域と重複する前記他車側領域に対応付けられた前記他車両のレーダ手段
を、前記レーダ情報に基づき特定する、請求項２に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１５】
　前記通信手段は、前記他車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達し、且つ当該他
車両が走行している車線の対向車線を含む前記他車側領域を前記他車両のレーダ手段に対
応付けて示す情報を取得し、



(5) JP 2010-48716 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

　前記領域重複レーダ特定手段は、前記自車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達
し、且つ当該自車両が走行している車線の対向車線を含む前記自車側領域と重複する前記
他車側領域に対応付けられた前記他車両のレーダ手段を前記レーダ情報に基づき特定する
、請求項２に記載のレーダ干渉回避装置。
【請求項１６】
　放射した電磁波と受信した反射波とに基づき、対象物を測定する自車両、及び他車両の
レーダの情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された自車両のレーダの情報、及び他車両のレーダの情
報を示すレーダ情報に基づき、自車両のレーダと他車両のレーダとが互いに干渉する可能
性があるか否かを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにおいて干渉する可能性があると判断されたとき、自車両のレーダ、
及び他車両のレーダの少なくとも一方に対して、放射する電磁波を干渉しない状態に変更
する指示を与える指示ステップとを備える、レーダ干渉回避方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレーダ装置に関し、より特定的には、車両などの移動体に搭載されるレーダ装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自車両などの移動体に搭載され、自車両の周囲の他車両や障害物などの対象物と
の相対距離、相対速度、及び他車両の存在する方向などの対象物の情報を測定するレーダ
装置が実用化されている。このようなレーダ装置では、電磁波を放射してから、放射した
電磁波が対象物で反射した反射波を受信するまでの時間、及び放射した電磁波と受信した
反射波との位相差などに基づき対象物との相対距離、相対速度、及び他車両の存在する方
向などを測定する。尚、このようなレーダ装置としては、電磁波としてレーザー光を照射
するものも実用化されている。そして、これらのレーダ装置では、他車両に搭載されたレ
ーダ装置から放射される電磁波を反射波として受信することによって干渉が生じてしまい
、対象物の情報を誤測定してしまうことがある。他車両に搭載されたレーダ装置と自車両
に搭載されたレーダ装置とが干渉することを防ぐための技術として、例えば、特許文献１
に記載の車載用レーダ装置（以下、従来技術と称する）が一例として挙げられる。
【０００３】
　従来技術では、干渉していることを検知したときに、電磁波として放射する送信波の中
心周波数、変調方式、周波数帯域、及び干渉波を検出するためのしきい値などを変更する
などの対策を講じることにより、干渉したときに発生する誤測定を防いでいる。
【特許文献１】特開２００４－１７０１８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、以下に述べるような課題を有する。すなわち、上記
従来技術では、他車両に搭載されたレーダ装置から放射される電磁波を反射波として受信
することによって実際に干渉を起こさない限り、前述の対策を講じることができない。
【０００５】
　それ故に、本発明は、他車両に搭載されたレーダ装置から放射される電磁波を反射波と
して受信せずとも、干渉する可能性があるか否かを判断でき、干渉する可能性があると判
断したときに対策を講じることのできるレーダ干渉回避装置、及び当該装置で実行される
レーダ干渉回避方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下に示すような特徴を有する。
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　第１の発明は、放射した電磁波と受信した反射波とに基づき、対象物を測定するレーダ
手段と、他車両と無線通信をすることによって、当該他車両のレーダ手段の情報を取得す
る通信手段と、通信手段によって取得された他車両のレーダ手段の情報、及び自車両のレ
ーダ手段の情報を示すレーダ情報に基づき、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段と
が互いに干渉する可能性があるか否かを判断する判断手段と、判断手段によって干渉する
可能性があると判断されたとき、自車両のレーダ手段、及び他車両のレーダ手段の少なく
とも一方に対して、放射する電磁波を干渉しない状態に変更する指示を与える指示手段と
を備える。
【０００７】
　第２の発明は、上記第１の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレーダ
手段から放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む予め定められた他車側領域を
他車両のレーダ手段に対応付けて示す情報を取得し、判断手段は、自車両のレーダ手段か
ら放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む予め定められた自車側領域と重複す
る他車側領域に対応付けられた他車両のレーダ手段を、レーダ情報に基づき特定する領域
重複レーダ特定手段を含み、領域重複レーダ特定手段によって特定された他車両のレーダ
手段と自車両のレーダ手段とが互いに干渉する可能性があるか否かを判断する。
【０００８】
　第３の発明は、上記第２の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレーダ
手段が電磁波、及び反射波をそれぞれ放射、及び受信するときの周波数帯域を他車周波数
帯域として示す情報を取得し、判断手段は、自車両のレーダ手段が電磁波を放射するとき
、及び反射波を受信するときのそれぞれの周波数帯域を示す自車周波数帯域を自車両のレ
ーダ手段の情報に基づき認識する自車周波数認識手段と、領域重複レーダ特定手段によっ
て他車両のレーダ手段が特定されたとき、自車周波数認識手段によって認識された自車周
波数帯域と重複する他車周波数帯域の他車両のレーダ手段を、領域重複レーダ特定手段に
よって特定された他車両のレーダ手段の中から、レーダ情報に基づき判断する重複周波数
判断手段とを含み、重複周波数判断手段によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、
自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段とが干渉する可能性があると判断し、指示手段
は、判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、自車両のレーダ手段、及
び重複周波数特定手段によって特定された他車両のレーダ手段の少なくとも一方に対して
、自車周波数帯域と他車周波数帯域とが互いに重複しないように変更する指示を与える。
【０００９】
　第４の発明は、上記第３の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレーダ
手段が他車周波数帯域を変更することが可能であるか否かを示す情報をさらに取得し、指
示手段は、判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、他車周波数帯域を
変更することが不可能な他車両のレーダ手段を、重複周波数特定手段によって特定された
他車両のレーダ手段の中から、レーダ情報に基づき特定する第１の指示対象特定手段を含
み、第１の指示対象特定手段によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、自車両のレ
ーダ手段に対して、重複周波数特定手段によって特定された他車両のレーダ手段の他車周
波数帯域と重複しない自車周波数帯域に変更する指示を与える。
【００１０】
　第５の発明は、上記第４の発明に従属する発明であって、指示手段は、第１の指示対象
特定手段によって他車両のレーダ手段が特定されないとき、重複周波数特定手段によって
特定された他車両のレーダ手段に対して、自車周波数帯域、及び互いの他車周波数帯域と
それぞれ重複しない他車周波数帯域に変更する指示を与える。
【００１１】
　第６の発明は、上記第３の発明に従属する発明であって、指示手段は、判断手段によっ
て干渉すると判断されたとき、自車両のレーダ手段に対して、重複周波数特定手段によっ
て特定された他車両のレーダ手段の他車周波数帯域と重複しない自車周波数帯域に変更す
る指示を与える。
【００１２】
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　第７の発明は、上記第２の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレーダ
手段が、電磁波に重畳して放射する予め定められた系列の符号信号の符号パターンを他車
符号パターンとして示す情報を取得し、判断手段は、自車両のレーダ手段が電磁波に重畳
して放射する予め定められた系列の符号信号の符号パターンを示す自車符号パターンを自
車両のレーダ手段の情報に基づき認識する自車符号パターン認識手段と、領域重複レーダ
特定手段によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、自車符号パターン認識手段によ
って認識された自車符号パターンと略一致する他車符号パターンを重畳した電磁波を放射
する他車両のレーダ手段を、領域重複レーダ特定手段によって特定された他車両のレーダ
手段の中から、レーダ情報に基づき特定するパターン特定手段とを含み、パターン特定手
段によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ
手段とが干渉する可能性があると判断し、指示手段は、判断手段によって干渉する可能性
があると判断されたとき、自車両のレーダ手段、及びパターン特定手段によって特定され
た他車両のレーダ手段の少なくともいずれか一方に対して、自車符号パターンと他車符号
パターンとが互いに略一致しないよう変更する指示を与える。
【００１３】
　第８の発明は、上記第７の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレーダ
手段が他車符号パターンを変更することが可能であるか否かを示す情報をさらに取得し、
指示手段は、判断手段によって干渉する可能性があると判断されたとき、他車符号パター
ンを変更することが不可能な他車両のレーダ手段を、パターン特定手段によって特定され
た他車両のレーダ手段の中から、レーダ情報に基づき特定する第２の指示対象特定手段を
含み、第２の指示対象特定手段によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、自車両の
レーダ手段に対して、パターン特定手段によって特定された他車両のレーダ手段の他車符
号パターンと略一致しないように変更させる指示を与える。
【００１４】
　第９の発明は、上記第８の発明に従属する発明であって、指示手段は、第２の指示対象
特定手段によって他車両のレーダ手段が特定されないとき、パターン特定手段によって特
定された他車両のレーダ手段に対して、自車符号パターン、及び互いの他車符号パターン
とそれぞれ重複しない他車符号パターンに変更するように指示を与える。
【００１５】
　第１０の発明は、上記第７の発明に従属する発明であって、指示手段は、判断手段によ
って干渉すると判断されたとき、自車両のレーダ手段に対して、パターン特定手段によっ
て特定された他車両のレーダ手段の他車符号パターンと略一致しない自車符号パターンに
変更する指示を与える。
【００１６】
　第１１の発明は、上記第２の発明に従属する発明であって、領域重複レーダ特定手段は
、現在よりも予め定められた期間だけ以前の間の自車側領域に基づき、現在よりも当該予
め定められた期間だけ経過したときの自車側領域を推定する自車領域推定手段と、現在よ
りも予め定められた期間だけ以前の間に通信手段によって取得された他車側領域に基づき
、現在よりも当該予め定められた期間だけ経過したときの他車側領域を他車両のレーダ手
段に対応付けて推定する他車領域推定手段とを含み、自車領域推定手段によって推定され
た自車側領域と重複する他車領域推定手段によって推定された他車側領域に対応付けられ
た他車両のレーダ手段をさらに特定する。
【００１７】
　第１２の発明は、上記第５の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレー
ダ手段の位置を他車レーダ位置として示す情報を取得し、重複周波数判断手段は、自車両
のレーダ手段の位置を示す自車レーダ位置を自車両のレーダ手段の情報に基づき認識する
自車レーダ位置認識手段を含み、自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域の他車両のレ
ーダ手段を特定するとき、自車レーダ位置認識手段によって認識された自車レーダ位置と
近い他車レーダ位置に存在する他車両のレーダ手段の他車周波数帯域から順番に自車周波
数帯域と比較して特定し、指示手段は、他車両のレーダ手段に対して指示を与えるとき、
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他車レーダ位置の内、自車レーダ位置と近い位置に存在する他車両のレーダ手段から順番
に他車周波数帯域を変更する指示を与える。
【００１８】
　第１３の発明は、上記第９の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレー
ダ手段の位置を他車レーダ位置として示す情報を取得し、パターン特定手段は、自車両の
レーダ手段の位置を示す自車レーダ位置を自車両のレーダ手段の情報に基づき認識する自
車レーダ位置認識手段を含み、自車符号パターンと略一致する他車符号パターンの他車両
のレーダ手段を特定するとき、自車レーダ位置認識手段によって認識された自車レーダ位
置と近い他車レーダ位置に存在する他車両のレーダ手段の他車符号パターンから順番に自
車符号パターンと比較して特定し、指示手段は、他車両のレーダ手段に対して指示を与え
るとき、他車レーダ位置の内、自車レーダ位置と近い位置に存在する他車両のレーダ手段
から順番に他車符号パターンを変更する指示を与える。
【００１９】
　第１４の発明は、上記第２の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレー
ダ手段から放射される電磁波が到達する他車側領域を他車両のレーダ手段に対応付けて示
す情報を取得し、領域重複レーダ特定手段は、自車両のレーダ手段から放射される電磁波
が到達する自車側領域と重複する他車側領域に対応付けられた他車両のレーダ手段を、レ
ーダ情報に基づき特定する。
【００２０】
　第１５の発明は、上記第２の発明に従属する発明であって、通信手段は、他車両のレー
ダ手段から放射される電磁波が到達し、且つ当該他車両が走行している車線の対向車線を
含む他車側領域を他車両のレーダ手段に対応付けて示す情報を取得し、領域重複レーダ特
定手段は、自車両のレーダ手段から放射される電磁波が到達し、且つ当該自車両が走行し
ている車線の対向車線を含む自車側領域と重複する他車側領域に対応付けられた他車両の
レーダ手段をレーダ情報に基づき特定する。
【００２１】
　第１６の発明は、放射した電磁波と受信した反射波とに基づき、対象物を測定する自車
両、及び他車両のレーダの情報を取得する取得ステップと、取得ステップにおいて取得さ
れた自車両のレーダの情報、及び他車両のレーダの情報を示すレーダ情報に基づき、自車
両のレーダと他車両のレーダとが互いに干渉する可能性があるか否かを判断する判断ステ
ップと、判断ステップにおいて干渉する可能性があると判断されたとき、自車両のレーダ
、及び他車両のレーダの少なくとも一方に対して、放射する電磁波を干渉しない状態に変
更する指示を与える指示ステップとを備える。
【発明の効果】
【００２２】
　上記第１の発明によれば、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段とが干渉する可能
性があるか否かを判断するために必要な他車両のレーダ手段の情報を、通信手段を用いて
事前に取得することができる。そして、第１の発明によれば、他車両に搭載されたレーダ
装置から放射される電磁波を反射波として受信することなく、他車両のレーダ手段の情報
と自車両のレーダ手段の情報とに基づいて、互いのレーダ手段が干渉する可能性があるか
否かの判断をすることができる。また、第１の発明によれば、他車両のレーダ手段の情報
と自車両のレーダ手段の情報とに基づき、干渉する可能性があると判断したときに、自車
両のレーダ手段と他車両のレーダ手段との少なくとも一方に対して、放射する電磁波を干
渉しない状態に変更する指示を与える対策を講じることができる。
【００２３】
　上記第２の発明によれば、判断手段に含まれる領域重複レーダ特定手段は、自車両のレ
ーダ手段から放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む自車側領域と、他車両の
レーダ手段から放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む他車側領域とに基づき
、自車両のレーダ手段から放射される電磁波に干渉する可能性のある電磁波を放射する他
車両のレーダ手段を特定する。このため、第２の発明によれば、自車両以外の他車両のレ
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ーダ手段の中から、判断手段が干渉する可能性があるか否かを判断をする対象とする必要
があるレーダ手段を特定することができる。
【００２４】
　上記第３の発明によれば、他車両のレーダ手段の電磁波、及び反射波をそれぞれ放射、
及び受信するときの他車周波数帯域を他車両のレーダ手段の情報として、通信手段を用い
て取得する。そして、重複周波数特定手段は、領域重複レーダ特定手段によって他車両の
レーダ手段が特定されたときに、自車両のレーダ手段の電磁波、及び反射波をそれぞれ放
射、及び受信するときの自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域の他車両のレーダ手段
を特定する。すなわち、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段との一方から放射され
た電磁波が他方のレーダ手段に到達したときに干渉する可能性のある電磁波を放射するレ
ーダ手段を、一方から放射された電磁波が到達する前に特定することができる。そして、
指示手段は、重複周波数特定手段によって特定された他車両のレーダ手段、及び自車両の
レーダ手段の少なくともいずれか一方、すなわち、互いに干渉する可能性のあるレーダ手
段の少なくともいずれか一方に対して、互いの周波数帯域が重複しないように変更する指
示を与えて、互いのレーダ手段が干渉しないように対策を講じることができる。
【００２５】
　上記第４の発明によれば、通信手段によって、他車両のレーダ手段が他車周波数帯域を
変更することが可能であるか否かを示す情報をさらに取得する。そして、第１の指示対象
特定手段は、重複周波数特定手段によって特定された他車両のレーダ手段、すなわち、自
車両のレーダ手段と干渉する可能性のあるレーダ手段の中から他車周波数帯域を変更する
ことが不可能なレーダ手段を特定する。そして、指示手段は、第１の指示対象特定手段に
よって他車両のレーダ手段が特定されたとき、すなわち、自車両のレーダ手段と干渉する
可能性があると判断した他車両のレーダ手段が他車周波数帯域を変更することが不可能で
あるときには、自車両のレーダ手段の自車周波数帯域を他車両のレーダ手段の他車周波数
と重複しない自車周波数帯域に変更する対策を講じることができる。
【００２６】
　上記第５の発明によれば、指示手段は、第１の指示対象特定手段によって他車両のレー
ダ手段が特定されないとき、すなわち、自車両のレーダ手段と干渉する可能性があると判
断した他車両のレーダ手段が他車周波数帯域を変更することができるときは、他車両のレ
ーダ手段に対して、自車周波数帯域と重複しない他車周波数帯域に変更する対策を講じる
ことができる。
【００２７】
　上記第６の発明によれば、指示手段は、判断手段によって干渉する可能性があると判断
されたときには、直ちに自車両のレーダ手段の自車周波数帯域を、重複周波数判断手段に
よって特定された他車両のレーダ手段の他車周波数帯域と重複しない自車周波数帯域に変
更する対策を講じることができる。
【００２８】
　上記第７の発明によれば、他車両のレーダ手段が電磁波に重畳して放射する予め定めら
れた系列の符号信号の符号パターンを他車符号パターンとして示す他車両のレーダ手段の
情報を、通信手段を用いて取得する。そして、パターン特定手段は、領域重複レーダ特定
手段によって他車両のレーダ手段が特定されたときに、自車両のレーダ手段が電磁波に重
畳して放射する予め定められた符号信号の符号パターンである自車符号パターンと略一致
する他車符号パターンの符号信号を重畳した電磁波を放射する他車両のレーダ手段を特定
する。すなわち、自車両のレーダ手段と他車両のレーダ手段との一方から放射された電磁
波が他方のレーダ手段に到達したときに干渉する可能性のある電磁波を放射するレーダ手
段を、一方から放射された電磁波が到達する前に特定する。そして、指示手段は、パター
ン特定手段によって特定された他車両のレーダ手段、及び自車両のレーダ手段の少なくと
もいずれか一方、すなわち、互いに干渉する可能性のあるレーダ手段の少なくともいずれ
か一方に対して、互いの符号パターンが略一致しないように変更する指示を与えて、互い
のレーダ手段が干渉しないように対策を講じることができる。
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【００２９】
　上記第８の発明によれば、通信手段によって、他車両のレーダ手段が他車符号パターン
を変更することが可能であるか否かを示す情報をさらに取得する。そして、第２の指示対
象特定手段は、パターン特定手段によって特定された他車両のレーダ手段、すなわち、自
車両のレーダ手段と干渉する可能性のあるレーダ手段の中から他車符号パターンを変更す
ることが不可能なレーダ手段を特定する。そして、指示手段は、第２の指示対象特定手段
によって他車両のレーダ手段が特定されたとき、すなわち、自車両のレーダ手段と干渉す
る可能性があると判断した他車両のレーダ手段が他車符号パターンを変更することが不可
能であるときには、自車両のレーダ手段の自車符号パターンを他車両のレーダ手段の他車
符号パターンと略一致しない自車符号パターンに変更する対策を講じることができる。
【００３０】
　上記第９の発明によれば、指示手段は、第２の指示対象特定手段によって他車両のレー
ダ手段が特定されないとき、すなわち、自車両のレーダ手段と干渉する可能性があると判
断した他車両のレーダ手段が他車符号パターンを変更することができるときは、他車両の
レーダ手段に対して、自車符号パターンと重複しない他車符号パターンに変更する対策を
講じることができる。
【００３１】
　上記第１０の発明によれば、指示手段は、判断手段によって干渉する可能性があると判
断されたときには、直ちに自車両のレーダ手段の自車周波数帯域を、パターン特定手段に
よって特定された他車両のレーダ手段の他車符号パターンと重複しない他車符号パターン
に変更する対策を講じることができる。
【００３２】
　上記第１１の発明によれば、予め定められた期間だけ経過したときの自車側領域と、他
車側領域とをそれぞれ推定し、推定した自車側領域と他車側領域とに基づいて、自車両の
レーダ手段から放射される電磁波に干渉する可能性のある電磁波を放射する他車両のレー
ダ手段を特定する。このため、第１１の発明によれば、より早く、自車両以外に存在する
他車両のレーダ手段の中から、判断手段が干渉する可能性があるか否かを判断する対象と
する必要があるレーダ手段を特定することができる。
【００３３】
　上記第１２の発明によれば、重複周波数判断手段は自車両のレーダ手段に近い他車両の
レーダ手段の他車周波数帯域から順番に自車周波数帯域と比較して、重複する他車周波数
帯域の他車両のレーダ手段を特定し、指示手段は、自車両のレーダ手段の位置と近い位置
に存在する他車両のレーダ手段から順番に自車周波数帯域と重複しない他車周波数帯域に
変更する指示を与える。このため、重複周波数判断手段、及び指示手段は、それぞれ自車
両のレーダ手段に近い位置に存在する他車両のレーダ手段、すなわち、自車両と衝突する
危険性がより高いと考えられる他車両のレーダ手段を優先して処理をすることができる。
【００３４】
　上記第１３の発明によれば、パターン特定手段は自車両のレーダ手段に近い他車両のレ
ーダ手段の他車符号パターンから順番に自車符号パターンと比較して、略一致する他車符
号パターンの他車両のレーダ手段を特定し、指示手段は、自車両のレーダ手段の位置と近
い位置に存在する他車両のレーダ手段から順番に自車符号パターンと重複しない他車符号
パターンに変更する指示を与える。このため、パターン特定手段、及び指示手段は、それ
ぞれ自車両のレーダ手段に近い位置に存在する他車両のレーダ手段、すなわち、自車両と
衝突する危険性がより高いと考えられる他車両のレーダ手段を優先して処理をすることが
できる。
【００３５】
　上記第１４の発明によれば、自車両のレーダから放射される電磁波が到達する領域と、
他車両のレーダから放射される電磁波が到達する領域とが重複するときに、自車両のレー
ダと他車両のレーダとが干渉する可能性があるか否かを判断できるため、一方のレーダか
ら放射された電磁波が他方のレーダに到達して実際に干渉が生じる前に、互いのレーダの
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少なくともいずれか一方に対して放射する電磁波を干渉しない状態に変更することができ
る。
【００３６】
　上記第１５の発明によれば、自車両と他車両との互いの対向車線を含む自車側領域と、
他車側領域とが重複するときに、自車両のレーダと他車両のレーダとが干渉する可能性が
あるか否かを判断できるため、対向車線を走行する車両に搭載されたレーダとの干渉を回
避することができる。
【００３７】
　また、本発明のレーダ干渉回避方法によれば、上述した本発明に係るレーダ干渉回避装
置と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るレーダ干渉回避システム１の機能構成を示す機
能ブロック図である。レーダ干渉回避システム１は、自車レーダ干渉回避装置１０と他車
レーダ干渉回避装置１１とからなる。まず、自車レーダ干渉回避装置１０の機能構成につ
いて説明する。自車レーダ干渉回避装置１０は、自車両に搭載され、自車位置測定部１０
１と、自車通信部１０２と、自車レーダ１０３と、自車処理部１０４とを備える。
【００３９】
　自車位置測定部１０１は、典型的には、一般的に知られているカーナビゲーションシス
テムなどのＧＰＳ（Global Positioning System）であり、衛星から送信される信号に基
づいて、自車両の地図上における絶対的な位置（例えば、緯度、及び経度など）を逐次測
定し、測定した位置を示す自車位置情報Ｊｉ１を生成する。
【００４０】
　自車通信部１０２は、典型的には、図示しないアンテナを介して無線通信をする電子回
路であり、路上に設置されている基地局を介して無線通信をしたり、他車両と直接無線通
信することにより後述する他車通信部１１２から無線送信される他車レーダ情報Ｒｊ２を
受信して取得する。また、自車通信部１０２は、後述する自車レーダ情報Ｒｊ１を自車処
理部１０４から取得する。自車通信部１０２は、路上に設置されている基地局を介して無
線通信をしたり、直接無線通信することにより、自車レーダ情報Ｒｊ１を他車通信部１１
２へ無線送信する。
【００４１】
　自車レーダ１０３は、典型的には、図示しないアンテナを介して電磁波を空間に放射し
、放射した電磁波が対象物で反射した反射波を受信するレーダである。自車レーダ１０３
は、電磁波を放射してから反射波を受信するまでの時間差、及び放射した電磁波と受信し
た反射波との位相差などに基づいて対象物との相対距離や相対速度などを逐次測定する。
自車レーダ１０３は、測定するときに電磁波としてレーザー光を用いて対象物を測定する
レーダであってもよい。さらに、自車レーダ１０３は、対象物が存在する方向の水平面に
沿った角度や、鉛直面に沿った角度を測定できるレーダであってもよい。
【００４２】
　自車レーダ１０３は、後述する他車両に搭載された他車レーダ１１３から放射された電
磁波を反射波として受信して干渉を受けると、前述の時間差、及び位相差などを誤って検
出してしまい、対象物との相対距離や相対速度などを正確に測定できなくなる。自車レー
ダ１０３が、他車レーダ１１３から放射された電磁波を受信して干渉を受けるのは、他車
レーダ１１３から放射された電磁波が自車レーダ１０３の図示しないアンテナに到達し、
且つ自車レーダ１０３が反射波を受信するときの周波数帯域と、他車レーダ１１３が放射
した電磁波の周波数帯域とが重複するときが一例として考えられる。同様に、他車レーダ
１１３が、自車レーダ１０３から放射された電磁波を受信して干渉を受けるのは、自車レ
ーダ１０３から放射された電磁波が他車レーダ１１３の図示しないアンテナに到達し、且
つ他車レーダ１１３が反射波を受信するときの周波数帯域と、自車レーダ１０３が放射し



(12) JP 2010-48716 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

た電磁波の周波数帯域とが重複するときが一例として考えられる。
【００４３】
　したがって、自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３は、互いに他方から放射される
電磁波の周波数帯域と重複しない周波数帯域で、電磁波の放射、及び反射波の受信をする
ことにより、一方の放射する電磁波が他方のアンテナに到達したとしても、干渉を受ける
ことなく対象物との相対距離や相対速度などを正確に測定できる。そこで、自車レーダ１
０３は、他車レーダ１１３から干渉を受けることなく測定をするために、後述する自車処
理部１０４から与えられる指示に応じた周波数帯域で対象物の測定をする。尚、自車処理
部１０４が、自車レーダ１０３に周波数帯域を変更させる指示を与えるときの詳細な処理
の説明は後述する。
【００４４】
　尚、自車レーダ１０３が、自車処理部１０４から与えられる指示に応じて反射波を受信
するときの周波数帯域を変更するときは、変更後の周波数帯域で反射波を受信できるよう
に、放射する電磁波の周波数帯域も同時に変更する必要がある。つまり、自車レーダ１０
３が反射波を受信するときの周波数帯域を変更するときは、放射する電磁波の周波数帯域
も必ず変更する。自車レーダ１０３と同様に他車レーダ１１３も、反射波を受信するとき
の周波数帯域を変更するときは、放射する電磁波の周波数帯域も必ず変更する。以下では
、自車レーダ１０３が反射波を受信するときの周波数帯域、及び電磁波を放射するときの
周波数帯域を単に自車周波数帯域と称する。また、他車レーダ１１３が反射波を受信する
ときの周波数帯域、及び電磁波を放射するときの周波数帯域を単に他車周波数帯域と称す
る。
【００４５】
　また、自車レーダ１０３には、放射する電磁波が到達する領域を少なくとも含む自車レ
ーダ領域が図示しない記憶部に予め記憶されている。自車レーダ１０３が図示しない記憶
部に記憶する自車レーダ領域は、図２に示すように自車レーダ１０３が電磁波を放射する
ときの放射点（例えば、アンテナ、或いは発光素子など）を基準として示される領域であ
る。図２には、一例として、放射点から放射された電磁波が到達する領域を模しており、
当該領域を少なくとも含む、放射点を基準とした半径Ｒ、角度θの扇形で示される自車レ
ーダ領域を示している。
【００４６】
　尚、本実施形態では、自車レーダ１０３の放射点と、反射波を受信する受信点とは同じ
位置にあるものとする。すなわち、本実施形態に係る自車レーダ１０３は、電磁波の放射
と、反射波の受信とを１つのアンテナでするものとする。したがって、図２に示す放射点
は、受信点の位置でもあり、自車レーダ１０３が測定に用いるアンテナの搭載位置でもあ
る。ただし、自車レーダ１０３のアンテナは、実際には、図２に示す放射点で示されるバ
ンパーの内部に搭載されているものとする。尚、他車レーダ１１３も自車レーダ１０３と
同様に、電磁波の放射と反射波の受信とを１つのアンテナでするものとする。
【００４７】
　また、自車レーダ１０３の図示しない記憶部には、自車処理部１０４から与えられる指
示に応じて電磁波の周波数帯域を変更するときのために、複数の自車周波数帯域、及び自
車レーダ１０３が自車周波数帯域を変更することが可能であるか否かを示す自車周波数変
更可否情報などを図示しない記憶部に予め記憶している。上述した自車レーダ領域、複数
の自車周波数帯域、及び自車周波数変更可否情報は、自車レーダ諸元情報Ｒｇ１として、
自車レーダ１０３の図示しない記憶部に予め記憶されている。
【００４８】
　つまり、自車レーダ１０３の図示しない記憶部には、自車レーダ１０３が対象物を測定
するときの電磁波の周波数帯域、電磁波の周波数帯域を変更することが可能か否かなどの
自車レーダ１０３の諸元を示す情報が予め記憶されているものとする。さらに、自車レー
ダ１０３は、自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される自車周波数帯域の内、現在使用
中の自車周波数帯域を示す情報を当該自車レーダ諸元情報Ｒｇ１に含ませ、自車周波数を
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変更するたびに更新する。
【００４９】
　尚、自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される上述した情報は一例であり、自車レー
ダ諸元情報Ｒｇ１はさらに他の情報を示すものであってもよい。また、自車レーダ干渉回
避装置１０が備える自車レーダ１０３の数は１台であってもよいし、２以上であってもよ
い。自車レーダ干渉回避装置１０が２以上の自車レーダ１０３を備える場合としては、自
車両が前方、後方、及び側方の複数の方向に存在する対象物をそれぞれ測定する自車レー
ダ１０３を搭載する場合が一例として挙げられる。
【００５０】
　自車処理部１０４は、典型的には、マイコンなどの演算回路であり、自車位置測定部１
０１によって生成される自車位置情報Ｊｉ１、自車通信部１０２によって取得された他車
レーダ情報Ｒｊ２、及び自車レーダ１０３によって記憶されている自車レーダ諸元情報Ｒ
ｇ１をそれぞれ取得し、取得した情報に基づき、自車レーダ１０３と他車レーダ１１３と
が互いに干渉しないように自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３の少なくともいずれ
か一方に対して指示を与える。
【００５１】
　また、自車処理部１０４は、それぞれ取得した自車位置情報Ｊｉ１、及び自車レーダ諸
元情報Ｒｇ１に基づいて後述する自車レーダ情報Ｒｊ１を生成する。自車処理部１０４は
、自車位置情報Ｊｉ１、及び自車レーダ諸元情報Ｒｇ１に基づいて生成した情報に自車両
に固有の識別子を付与して、自車レーダ情報Ｒｊ１を生成する。自車処理部１０４によっ
て生成された自車レーダ情報Ｒｊ１を、上述したように自車通信部１０２が取得して、他
車両に無線送信することにより、他車両に搭載された他車処理部１１４は自車レーダ情報
Ｒｊ１を取得することができる。自車処理部１０４の詳細な処理の説明は後述する。以上
が、自車レーダ干渉回避装置１０の機能構成の説明である。
【００５２】
　次に、他車レーダ干渉回避装置１１の機能構成について説明する。他車レーダ干渉回避
装置１１は、他車両に搭載され、他車位置測定部１１１と、他車通信部１１２と、他車レ
ーダ１１３と、他車処理部１１４とを備える。
【００５３】
　他車位置測定部１１１は、典型的には、一般的に知られているカーナビゲーションシス
テムなどのＧＰＳであり、自車位置測定部１０１と同様に、他車両の地図上における絶対
的な位置（例えば、緯度、及び経度）を逐次測定し、測定した位置を示す他車位置情報Ｊ
ｉ２を生成する。
【００５４】
　他車通信部１１２は、典型的には、図示しないアンテナを介して無線通信をする電子回
路である。他車通信部１１２は、後述する他車レーダ情報Ｒｊ２を他車処理部１１４から
取得する。他車通信部１１２は、上述した自車通信部１０２と同様に無線通信をすること
により、取得した他車レーダ情報Ｒｊ２を自車通信部１０２へ無線送信する。また、他車
通信部１１２は、上述したように自車通信部１０２から無線送信される自車レーダ情報Ｒ
ｊ１を受信して取得する。
【００５５】
　他車レーダ１１３は、典型的には、図示しないアンテナを介して電磁波を空間に放射し
、放射した電磁波が対象物で反射した反射波を受信するレーダである。他車レーダ１１３
は、自車レーダ１０３と同様に対象物との相対距離や相対速度などを逐次測定する。他車
レーダ１１３も自車レーダ１０３と同様に、測定するときに電磁波としてレーザー光を用
いて対象物を測定してもよい。
【００５６】
　他車レーダ１１３は、上述した自車レーダ１０３と同様に、自車レーダ１０３から干渉
を受けることなく測定をする必要があるために、後述する他車処理部１１４から与えられ
る指示に応じた周波数帯域で対象物の測定をする。尚、他車処理部１１４が、他車レーダ
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１１３に周波数帯域を重複しないように変更させる指示を与えるときの詳細な処理の説明
は、自車処理部１０４の処理の説明と共に後述する。
【００５７】
　また、他車レーダ１１３には、上述した自車レーダ領域、自車周波数帯域、及び自車周
波数変更可否情報と同様の情報をそれぞれ他車レーダ１１３について示す、他車レーダ領
域、他車周波数帯域、及び他車周波数変更可否情報などが、自車レーダ１０３と同様に図
示しない記憶部に他車レーダ諸元情報Ｒｇ２として予め記憶されている。
【００５８】
　他車レーダ１１３が変更できる他車周波数帯域の数は、必ずしも自車レーダ１０３と同
じでなくてもよいし、他車周波数帯域を変更できなくてもよい。また、他車レーダ干渉回
避装置１１が備える他車レーダ１１３の数は１台であってもよいし、２以上であってもよ
い。他車レーダ干渉回避装置１１が２以上の他車レーダ１１３を備える場合としては、他
車両が前方、後方、及び側方の複数の方向に存在する対象物をそれぞれ測定する他車レー
ダ１１３を搭載する場合が一例として挙げられる。また、他車レーダ１１３は、対象物が
存在する方向の水平面に沿った角度や、鉛直面に沿った角度を測定できるレーダであって
もよい。
【００５９】
　他車処理部１１４は、典型的には、マイコンなどの演算回路であり、他車位置測定部１
１１によって生成される他車位置情報Ｊｉ２、他車通信部１１２によって取得された自車
レーダ情報Ｒｊ１、及び他車レーダ１１３によって生成された他車レーダ諸元情報Ｒｇ２
をそれぞれ取得し、取得した情報に基づき、他車レーダ１１３と自車レーダ１０３とが互
いに干渉しないように自車処理部１０４と同様の処理をする。
【００６０】
　また、他車処理部１１４は、それぞれ取得した他車位置情報Ｊｉ２、及び他車レーダ諸
元情報Ｒｇ２に基づいて後述する他車レーダ情報Ｒｊ２を生成する。他車処理部１１４は
、他車位置情報Ｊｉ２、及び他車レーダ諸元情報Ｒｇ２に基づいて生成した情報に他車レ
ーダ１１３を搭載している他車両に固有の識別子を付与して、他車レーダ情報Ｒｊ２を生
成する。他車処理部１１４によって生成された他車レーダ情報Ｒｊ２を、上述したように
他車通信部１１２が取得して、自車両に無線送信することにより、自車両に搭載された自
車処理部１０４は他車レーダ情報Ｒｊ２を取得することができる。以上が、他車レーダ干
渉回避装置１１の機能構成の説明である。
【００６１】
　次に、自車処理部１０４の詳細な処理の説明をする。図３は、ある時刻において自車両
Ｃ１の対向車線を他車両Ｃ２が走行しており、自車両Ｃ１の前方に他車両Ｃ３が先行して
いるとき位置関係の一例を示す図である。自車両Ｃ１は、上述した自車レーダ干渉回避装
置１０を搭載しているものとする。また、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３は、上述した他車
レーダ干渉回避装置１１をそれぞれ搭載しているものとする。尚、本実施形態に係る他車
処理部１１４は、自車処理部１０４と同一の処理をする。
【００６２】
　自車両Ｃ１は、前方に存在する対象物を測定する自車レーダ１０３を備えており、図３
に示す自車レーダ領域Ｔ１は、自車レーダ１０３に予め記憶されている自車レーダ領域を
示している。また、他車両Ｃ２は、前方に存在する対象物を測定する他車レーダ１１３を
備えており、図３に示す他車レーダ領域Ｔ２は、他車レーダ１１３に予め記憶されている
他車レーダ領域を示している。また、他車両Ｃ３は、後方に存在する対象物を測定する他
車レーダ１１３ａと、前方に存在する対象物を測定する他車レーダ１１３ｂを備えており
、図３に示す他車レーダ領域Ｔ３ａ、及び他車レーダ領域Ｔ３ｂは、それぞれ他車レーダ
１１３ａ、及び他車レーダ１１３ｂにそれぞれ予め記憶されている他車レーダ領域を示し
ている。尚、他車両Ｃ３に搭載される他車レーダ干渉回避装置１１は、２つの他車レーダ
１１３ａ、及び他車レーダ１１３ｂが１つの他車処理部１１４に接続されているものとす
る。以下では、自車両Ｃ１、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３の位置関係が図３に示すもので
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あるとして説明を続ける。
【００６３】
　まず、自車両Ｃ１に搭載された自車処理部１０４は、自車位置測定部１０１によって生
成された自車位置情報Ｊｉ１と、自車レーダ１０３の図示しない記憶部に記憶されている
自車レーダ諸元情報Ｒｇ１とをそれぞれ取得する。自車レーダ諸元情報Ｒｇ１を取得する
と、自車処理部１０４は、取得した自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される自車レー
ダ領域と、取得した自車位置情報Ｊｉ１とに基づき、アンテナの搭載位置を基準として示
される自車レーダ領域を地図上における絶対的な座標で示される自車レーダ領域Ｔ１（例
えば、緯度、及び経度で示される領域）へ変換する演算をする。
【００６４】
　より具体的には、自車処理部１０４には、自車位置測定部１０１によって測定される自
車両Ｃ１の位置と、自車レーダ領域の基準となるアンテナの搭載位置との相対的な位置関
係が図示しない記憶部に予め定められている。自車処理部１０４は、自車位置情報Ｊｉ１
を取得すると、取得した自車位置情報Ｊｉ１と、前述の相対的な位置関係とに基づき、自
車レーダ１０３から取得した自車レーダ諸元情報Ｒｇ１に示される自車レーダ領域を地図
上における絶対的な座標で示される自車レーダ領域Ｔ１に変換する演算をする。自車処理
部１０４が、自車レーダ１０３に記憶されている自車レーダ領域を地図上における絶対的
な座標で示される領域に変換する方法は、任意の方法であってよい。以下では、自車レー
ダ領域Ｔ１、他車レーダ領域Ｔ２、他車レーダ領域Ｔ３ａ、及び他車レーダ領域Ｔ３ｂは
、それぞれ地図上の絶対的な座標で示される領域であるものとして説明を続ける。
【００６５】
　自車レーダ領域Ｔ１を演算すると、自車処理部１０４は、取得した自車レーダ諸元情報
Ｒｇ１によって示される複数の自車周波数帯域、自車周波数帯域変更可否情報、取得した
自車位置情報Ｊｉ１、及び演算した自車レーダ領域Ｔ１をそれぞれ示す自車レーダ情報Ｒ
ｊ１を生成する。自車レーダ情報Ｒｊ１を生成するとき、自車処理部１０４は、上述した
ように当該自車レーダ情報Ｒｊ１によって示される情報に自車両に固有の識別子を含ませ
て自車レーダ情報Ｒｊ１を生成する。また、自車処理部１０４によって生成される自車レ
ーダ情報Ｒｊ１には、上述したように自車レーダ１０３によって自車レーダ諸元情報Ｒｇ
１に含まされた現在使用中の自車周波数帯域を示す情報も含まれる。自車処理部１０４に
よって生成された自車レーダ情報Ｒｊ１は、自車処理部１０４の図示しない記憶部に記憶
されると同時に自車通信部１０２によって取得され、上述したように無線送信される。
【００６６】
　上述したように、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４も自車処理部１０４と同様
の処理をする。すなわち、他車両Ｃ２の他車処理部１１４にも他車位置測定部１１１によ
って測定される他車両Ｃ２の位置と、他車レーダ領域の基準となる位置との相対的な位置
関係が図示しない記憶部に予め定められている。そして、他車処理部１１４は、自車処理
部１０４と同様に他車レーダ領域を地図上の絶対的な座標で示される他車レーダ領域Ｔ２
へ変換する演算をする。
【００６７】
　さらに、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４は、他車レーダ領域Ｔ２を演算する
と、上述した自車レーダ情報Ｒｊ１と同様の情報を他車両Ｃ２に搭載された他車レーダ１
１３について示す他車レーダ情報Ｒｊ２を生成する。他車レーダ情報Ｒｊ２を生成すると
き、他車処理部１１４は、自車処理部１０４と同様に、当該他車レーダ情報Ｒｊ２によっ
て示される情報に当該他車処理部１１４を搭載している車両に固有の識別子を付加する。
また、他車処理部１１４によって生成される他車レーダ情報Ｒｊ２には、上述した自車レ
ーダ１０３と同様に他車レーダ１１３によって他車レーダ諸元情報Ｒｇ２に含まされた現
在使用中の他車周波数帯域を示す情報も含まれる。他車処理部１１４によって生成された
他車レーダ情報Ｒｊ２は、他車処理部１１４の図示しない記憶部に記憶されると同時に他
車通信部１１２によって取得され、上述したように自車通信部１０２に無線送信される。
【００６８】
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　他車両Ｃ３に搭載された他車処理部１１４も他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４
と同様の処理をする。他車両Ｃ３に搭載された他車処理部１１４は、他車レーダ１１３ａ
、及び他車レーダ１１３ｂからそれぞれ取得した他車レーダ諸元情報Ｒｇ２に示されてい
る他車レーダ領域を、地図上の絶対的な座標で示される他車レーダ領域Ｔ３ａ、及び他車
レーダ領域Ｔ３ｂへそれぞれ変換する演算をする。そして、他車両Ｃ３に搭載された他車
処理部１１４は、他車レーダ領域Ｔ３ａ、及び他車レーダ領域Ｔ３ｂをそれぞれ演算する
と、自車レーダ情報Ｒｊ１と同様の情報を他車両Ｃ３に搭載された他車レーダ１１３ａ、
及び他車レーダ１１３ｂについて示す他車レーダ情報Ｒｊ２を生成する。このとき、他車
両Ｃ３に搭載された他車処理部１１４は、他車レーダ１１３ａ、及び他車レーダ１１３ｂ
の２つのレーダの情報をそれぞれ示す２つの他車レーダ情報Ｒｊ２（ａ）、及び他車レー
ダ情報Ｒｊ２（ａ）を生成する。他車両Ｃ３に搭載される他車処理部１１４によって生成
された他車レーダ情報Ｒｊ２は、他車処理部１１４の図示しない記憶部に記憶されると同
時に他車通信部１１２によって取得され、上述したように自車通信部１０２に無線送信さ
れる。
【００６９】
　それぞれの他車両の他車レーダ干渉回避装置１１に備えられる他車通信部１１２によっ
て無線送信された他車レーダ情報Ｒｊ２は、自車通信部１０２を介して、自車処理部１０
４によって取得される。尚、自車通信部１０２が無線通信をする通信網には、自車レーダ
情報Ｒｊ１、及び他車レーダ情報Ｒｊ２を含むあらゆる情報が伝送されており、自車通信
部１０２は、これらの情報を逐次取得し、取得した情報の中から他車レーダ情報Ｒｊ２に
よって示される他車位置情報Ｊｉ２に基づき、自車位置情報Ｊｉ１を基準とする予め定め
られた範囲（以下、取得範囲と称する）以内に存在する他車両の他車レーダ情報Ｒｊ２の
みを選択するものとする。
【００７０】
　また、他車両Ｃ２に搭載されている他車通信部１１２も自車通信部１０２と同様に、無
線通信をする通信網に伝送されているあらゆる情報を逐次取得し、取得した情報の中から
他車レーダ情報Ｒｊ２によって示される他車位置情報Ｊｉ２に基づき、他車通信部１１２
を搭載しているそれぞれの他車両の他車位置情報Ｊｉ２を基準とする取得範囲以内に存在
する他車両の他車レーダ情報Ｒｊ２を選択するものとする。尚、他車両Ｃ２に搭載されて
いる他車通信部１１２によって選択される情報には、他車レーダ情報Ｒｊ２だけでなく、
他車両Ｃ２から見た他車両、すなわち、自車両Ｃ１の自車レーダ情報Ｒｊ１も含まれる。
つまり、他車両Ｃ２の搭載位置を基準とする取得範囲内に自車両Ｃ１が存在するとき、他
車通信部１１２は、自車両Ｃ１の自車レーダ情報Ｒｊ１も選択して取得する。他車両Ｃ３
に搭載されている他車通信部１１２も、他車両Ｃ２に搭載されている他車通信部１１２と
同様に、自車レーダ情報Ｒｊ１、及び他車レーダ情報Ｒｊ２を選択して取得する。
【００７１】
　本実施形態では、一例として、自車両Ｃ１、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３が、それぞれ
互いに前述の取得範囲内に存在するものとして説明を続ける。つまり、自車処理部１０４
は、自車通信部１０２を介して、他車両Ｃ２から無線送信された他車レーダ情報Ｒｊ２と
他車両Ｃ３から無線送信された他車レーダ情報Ｒｊ２とをそれぞれ取得する。尚、前述の
取得範囲は、自車通信部１０２、及び互いの他車通信部１１２の間で、互いに同じ範囲で
あってもよいし、互いに異なる範囲であってもよい。
【００７２】
　自車処理部１０４は、自車通信部１０２を介してそれぞれの他車両の他車レーダ情報Ｒ
ｊ２を取得すると、既に図示しない記憶部に記憶した自車レーダ情報Ｒｊ１と、取得した
他車レーダ情報Ｒｊ２とをレーダ情報Ｓｈとして纏めて記憶する。図４は、自車処理部１
０４が図示しない記憶部に記憶するレーダ情報Ｓｈの一例を示す図である。本実施形態で
は、自車両Ｃ１の自車処理部１０４によって生成された自車レーダ情報Ｒｊ１と、他車両
Ｃ２の他車処理部１１４によって生成された他車レーダ情報Ｒｊ２と、他車両Ｃ３の他車
処理部１１４によって生成された他車レーダ情報Ｒｊ２とがレーダ情報Ｓｈに含まれる。



(17) JP 2010-48716 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

尚、図４に示すアスタリスクは、レーダ情報Ｓｈに含まれる情報がそれぞれ生成されたと
きにおいて、自車レーダ１０３と、他車両Ｃ２の他車レーダ１１３と、他車両Ｃ３の他車
レーダ１１３（他車レーダ１１３ａ、及び１１３ｂ）とがそれぞれ使用している周波数帯
域を示す。
【００７３】
　上述したように、自車両Ｃ１、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３が、それぞれ互いに前述の
取得範囲内に存在するため、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４も自車処理部１０
４と同様に、他車通信部１１２を介して、自車両Ｃ１の自車通信部１０２から無線送信さ
れた自車レーダ情報Ｒｊ１と、他車両Ｃ３の他車通信部１１２から無線送信された他車レ
ーダ情報Ｒｊ２とを受信して取得する。そして、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１
４は、取得した自車レーダ情報Ｒｊ１と、他車両Ｃ３の他車レーダ情報Ｒｊ２と、既に当
該他車両Ｃ２の他車処理部１１４によって生成された他車レーダ情報Ｒｊ２とをレーダ情
報Ｓｈとして記憶する。このため、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４も、自車処
理部１０４に記憶されているレーダ情報Ｓｈと同じレーダ情報Ｓｈを記憶する。他車両Ｃ
３に搭載された他車処理部１１４も、他車両Ｃ２に搭載された他車処理部１１４と同様に
、自車処理部１０４に記憶されているレーダ情報Ｓｈと同じレーダ情報Ｓｈを記憶する。
【００７４】
　レーダ情報Ｓｈを記憶すると、自車処理部１０４、他車両Ｃ２の他車処理部１１４、及
び他車両Ｃ３の他車処理部１１４のそれぞれは、記憶したレーダ情報Ｓｈに含まれる識別
子ＩＣ１乃至ＩＣ３を比較する。そして、自車処理部１０４、及びそれぞれの他車処理部
１１４は、識別子ＩＣ１乃至ＩＣ３をそれぞれ比較した結果に基づき、レーダの干渉を回
避するための処理を実行する指示処理部を自車処理部１０４、及びそれぞれの他車処理部
１１４の中から判断する。
【００７５】
　自車処理部１０４、及びそれぞれの他車処理部１１４が、識別子ＩＣ１乃至ＩＣ３に基
づいて指示処理部を判断する方法は、任意の方法を用いて構わない。それぞれの処理部が
指示処理部を判断する方法の一例としては、それぞれの処理部を搭載する車両の製造番号
の数字を前述の識別子とし、それぞれの処理部が、識別子ＩＣ１乃至ＩＣ３の中から最も
小さい製造番号の数字を示す識別子に対応する車両に搭載された処理部（自車処理部１０
４、或いは他車処理部１１４）を指示処理部として判断する方法を用いてもよい。自車処
理部１０４、及び他車処理部１１４が共に識別子ＩＣ１乃至ＩＣ３の中から最も小さい数
字を示す識別子に対応する車両に搭載された処理部を判断することによって、互いの処理
部の間で一致した指示処理部を一意に定めることができる。以下では、自車両Ｃ１の識別
子ＩＣ１によって示される数字が最も小さく、自車処理部１０４が指示処理部として処理
を進めるものとして説明を続ける。尚、識別子の判断の結果によって指示処理部が定まる
と、指示処理部として定まらなかった処理部は、それぞれ指示処理部として定めた処理部
、すなわち、自車処理部１０４から後述する指示情報Ｓｊ１を与えられるまで待機するも
のとする。
【００７６】
　自車処理部１０４は、指示処理部として処理を開始すると、レーダ情報Ｓｈに基づいて
自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ１１３を特定する処理を開始する。
本実施形態において、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ１１３とは、
自車レーダ領域Ｔ１と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射し、且つ自車レーダ１０３
の自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域で電磁波を放射する他車レーダ１１３である
。
【００７７】
　したがって、自車処理部１０４は、指示処理部として処理を開始すると、まず、自車レ
ーダ領域Ｔ１と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダを、他車両Ｃ２に
搭載された他車レーダ１１３、及び他車両Ｃ３に搭載された他車レーダ１１３（他車レー
ダ１１３ａ、及び１１３ｂ）の中から、レーダ情報Ｓｈに基づいて特定する。図３から明
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らかなように、自車レーダ領域Ｔ１と重複する他車レーダ領域（他車レーダ領域Ｔ２、及
び他車レーダ領域Ｔ３ａ）に電磁波を放射する他車レーダは、他車両Ｃ２に搭載された他
車レーダ１１３、及び他車両Ｃ３に搭載された他車レーダ１１３ａである。したがって、
本実施形態では、自車処理部１０４は、指示処理部として処理を開始すると、他車両Ｃ２
に搭載された他車レーダ１１３、及び他車両Ｃ３に搭載された他車レーダ１１３ａを特定
する。
【００７８】
　次に、自車処理部１０４は、レーダ情報Ｓｈによって示される現在使用中の自車周波数
帯域と、現在使用中の他車周波数帯域とを比較して、自車レーダ領域Ｔ１と重複する他車
レーダ領域に電磁波を放射する他車両Ｃ２に搭載された他車レーダ１１３、及び他車両Ｃ
３に搭載された他車レーダ１１３ａの中から、自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域
を現在使用している他車レーダを特定する。
【００７９】
　このとき、自車処理部１０４は、まず、レーダ情報Ｓｈに基づいて、自車レーダ１０３
の現在使用中の自車周波数帯域を認識する。現在使用中の自車周波数帯域を認識すると、
自車処理部１０４は、認識した自車周波数帯域と、レーダ情報Ｓｈによって示される現在
使用中の全ての他車周波数帯域とをそれぞれ比較して、認識した自車周波数帯域と重複す
る他車周波数帯域を現在使用している他車レーダを特定する。
【００８０】
　図４に示すレーダ情報Ｓｈから明らかなように、他車両Ｃ２の他車レーダ１１３、及び
他車両Ｃ３の他車レーダ１１３ａの内、自車レーダ１０３が現在使用中の自車周波数帯域
Ｆ１と重複する他車周波数帯域を現在使用している他車レーダは、他車両Ｃ２に搭載され
る他車レーダ１１３と他車両Ｃ３に搭載されている他車レーダ１１３ａとの両方である。
したがって、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ
として、他車両Ｃ２に搭載されている他車レーダ１１３と他車両Ｃ３に搭載されている他
車レーダ１１３ａとを特定する。
【００８１】
　自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダを特定すると自車処理部１０４は
、自車レーダ１０３の自車周波数帯域と特定した他車レーダの他車周波数帯域とが重複し
ないように、自車レーダ１０３、及び特定した他車レーダの少なくともいずれか一方に周
波数帯域を変更させて、互いの電磁波が干渉しない状態となるように指示を与える。
【００８２】
　上述したように、自車レーダ１０３と他車レーダとが実際に干渉するのは、一方の放射
する電磁波が他方のアンテナに到達し、且つ互いの周波数帯域（自車周波数帯域、及び他
車周波数帯域）が重複するときである。そこで、本実施形態では、自車レーダ領域（自車
レーダ領域Ｔ１）と他車レーダ領域（他車レーダ領域Ｔ２、及び他車レーダ領域Ｔ３ａ）
とが重複するとき、すなわち、一方の放射する電磁波が他方のアンテナに到達する前に、
自車レーダ１０３の自車周波数帯域と、他車レーダの他車周波数帯域とが重複しないよう
に、自車処理部１０４が自車周波数帯域と他車周波数帯域との少なくともいずれか一方を
変更する指示を与える。これにより、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レー
ダ１１３とが実際に干渉する前に、互いの周波数帯域を重複しないように変更する対策を
講じることができ、正確な対象物の測定を続けることができる。
【００８３】
　自車処理部１０４が、自車レーダ１０３の自車周波数帯域と他車レーダ１１３の他車周
波数とが重複しないように変更する指示を与えるときは、まず、レーダ情報Ｓｈに基づい
て、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダの中から、他車周波数帯域を変
更することが不可能な他車レーダを特定する。本実施形態では、自車処理部１０４は、他
車両Ｃ２の他車レーダ１１３と他車両Ｃ３の他車レーダ１１３ａとの中から、レーダ情報
Ｓｈによって示されるそれぞれの他車レーダの他車周波数変更可否情報に基づいて、他車
周波数を変更することが不可能なレーダを特定する。図４に示すレーダ情報Ｓｈから明ら
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かなように、他車両Ｃ２の他車レーダ１１３は、他車周波数変更可否情報が「否」となっ
ており、他車両Ｃ３の他車レーダ１１３ａは、他車周波数変更可否情報が「可」となって
いる。
【００８４】
　このため、自車処理部１０４は、他車周波数帯域を変更することが不可能な他車レーダ
として、他車両Ｃ２に搭載された他車レーダ１１３を特定する。他車周波数帯域を変更す
ることが不可能な他車レーダを特定したとき、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の
自車周波数帯域を、自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レ
ーダの他車周波数帯域と重複しない自車周波数帯域に変更する指示を自車レーダ１０３に
与える。これにより、自車レーダ１０３と干渉する可能性のあるレーダの中に、他車周波
数帯域を変更することのできない他車レーダが存在したとしても、自車レーダ１０３が自
車周波数帯域を変更するため、自車レーダ１０３から放射する電磁波が他車レーダのアン
テナに到達して実際に干渉が生じることがなくなる。
【００８５】
　本実施形態では、自車処理部１０４が、自車レーダ領域Ｔ１と重複する他車レーダ領域
Ｔ２、及び他車レーダ領域Ｔ３ａにそれぞれ電磁波を放射する他車レーダ１１３、及び他
車レーダ１１３ａのそれぞれの現在使用している他車周波数帯域と重複しない自車周波数
帯域に変更する指示を自車レーダ１０３に与える。図４に示すレーダ情報Ｓｈから明らか
なように、自車レーダ１０３が変更可能な自車周波数帯域Ｆ１、及びＦ３の中で、他車両
Ｃ２に搭載された他車レーダ１１３、及び他車両Ｃ３に搭載された他車レーダ１１３ａの
他車周波数帯域Ｆ１と重複しない自車周波数帯域は自車周波数帯域Ｆ３である。したがっ
て、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３に対して自車周波数帯域Ｆ１を自車周波数帯
域Ｆ３へ変更する指示を与える。
【００８６】
　一方、自車処理部１０４が、他車周波数帯域を変更することが不可能な他車レーダを特
定できないとき、すなわち、自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射す
る他車レーダが全て他車周波数帯域を変更することが可能なときには、自車処理部１０４
は、全ての他車レーダに対して自車周波数帯域と重複しない他車周波数帯域に変更する指
示を指示情報Ｓｊ１として生成する。
【００８７】
　このとき、自車処理部１０４は、指示情報Ｓｊ１に現在使用中の自車周波数帯域を示す
情報を含ませて、指示情報Ｓｊ１を生成する。そして、自車処理部１０４によって生成さ
れた指示情報Ｓｊ１を、上述したように自車通信部１０２、及び他車通信部１１２を介し
て取得したそれぞれの他車処理部１１４は、取得した指示情報Ｓｊ１に含まれる自車周波
数帯域と重複しない他車周波数帯域をそれぞれ図示しない記憶部に記憶しているレーダ情
報Ｓｈに基づいて判断して、判断した他車周波数帯域に変更する指示をそれぞれの他車レ
ーダ１１３に与える。これにより、全ての他車レーダ１１３の他車周波数帯域が自車周波
数帯域と重複しないように変更されるため、上述した説明と同様に、自車レーダ１０３か
ら放射する電磁波が、他車レーダ１１３のアンテナに到達したとしても実際に干渉が生じ
ることがなくなる。
【００８８】
　自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の自車周波数帯域と他車レーダの他車周波数帯
域とが重複しないように変更する指示を与えると、指示処理部としての処理をしていない
他車処理部１１４に対して待機を中止し、処理を再開する指示を示す指示情報Ｓｊ１を生
成する。本実施形態では、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の自車周波数帯域と他
車レーダの他車周波数帯域とが重複しないように変更する指示を、自車レーダ１０３、又
は他車レーダ１１３に対して与えると、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３の他車処理部１１４
に対して処理を再開する指示を示す指示情報Ｓｊ１を生成する。処理を再開する指示を示
す指示情報Ｓｊ１を生成すると、自車処理部１０４は、指示処理部としての処理を完了す
る。
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【００８９】
　処理を再開する指示情報Ｓｊ１が生成されると、自車通信部１０２は、生成された指示
情報Ｓｊ１を取得して、他車通信部１１２へ無線送信する。自車通信部１０２から無線送
信された指示情報Ｓｊ１は、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３の他車通信部１１２を介して、
それぞれの他車両の他車処理部１１４によって取得される。それぞれの他車両の他車処理
部１１４は、処理を再開する指示を示す指示情報Ｓｊ１を取得すると処理を再開する。
【００９０】
　自車処理部１０４が指示処理部としての処理を完了し、他車処理部１１４がそれぞれ処
理を再開した後、自車処理部１０４、他車両Ｃ２の他車処理部１１４、及び他車両Ｃ３の
他車処理部１１４は、上述で説明した指示処理部を定めるまでの処理を繰り返す。
【００９１】
　そして、指示処理部が決定した後は、自車処理部１０４、他車両Ｃ２の他車処理部１１
４、及び他車両Ｃ３の他車処理部１１４の中から指示処理部として定まった処理部が、上
述した指示処理部の処理を開始し、他の処理部は待機をする。
【００９２】
　例えば、他車両Ｃ２の他車処理部１１４が指示処理部として処理を進める場合は、当該
他車処理部１１４が上述の説明における自車処理部１０４と同様の処理をし、自車両Ｃ１
の自車処理部１０４、及び他車両Ｃ３の他車処理部１１４が、それぞれ上述の説明におけ
る他車両Ｃ２の他車処理部１１４と同様の処理をする。また、例えば、他車両Ｃ２の他車
処理部１１４が指示処理部として処理をするときは、他車処理部１１４が取得、又は生成
する他車レーダ諸元情報Ｒｇ２、他車レーダ情報Ｒｊ２、他車位置情報Ｊｉ２、及び指示
情報Ｓｊ２のそれぞれが、自車処理部１０４が指示処理部として処理をするときについて
説明した上述の説明における自車レーダ諸元情報Ｒｇ１、自車レーダ情報Ｒｊ１、自車位
置情報Ｊｉ１、及び指示情報Ｓｊ１のそれぞれに相当する。これは、他車両Ｃ３の他車処
理部１１４が指示処理部として処理をするときも同様である。以上が、本実施形態に係る
自車処理部１０４と、他車処理部１１４との処理の詳細な説明である。
【００９３】
　次に、上述した自車処理部１０４（他車処理部１１４）の処理を、図５に示すフローチ
ャートを参照しながら説明する。
【００９４】
　ステップＳ１０１において、自車処理部１０４は、自車位置情報Ｊｉ１を自車位置測定
部１０１から取得し、自車レーダ諸元情報Ｒｇ１を自車レーダ１０３から取得する。自車
処理部１０４は、ステップＳ１０１の処理を完了すると、ステップＳ１０２へ処理を進め
る。
【００９５】
　ステップＳ１０２において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０１において取得した
自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される自車レーダ領域を、上述したように地図上に
おける絶対的な座標で示される領域へ変換する演算をする。自車処理部１０４は、ステッ
プＳ１０２の処理を完了すると、ステップＳ１０３へ処理を進める。
【００９６】
　ステップＳ１０３において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０１において取得した
自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される複数の自車周波数帯域、自車周波数帯域変更
可否情報、同じくステップＳ１０１において取得した自車位置情報Ｊｉ１、及びステップ
Ｓ１０２において演算した自車レーダ領域をそれぞれ示す上述した自車レーダ情報Ｒｊ１
を生成する。自車処理部１０４は、自車レーダ情報Ｒｊ１を生成すると、生成した自車レ
ーダ情報Ｒｊ１を図示しない記憶部に記憶する。尚、ステップＳ１０３において、自車処
理部１０４によって生成された自車レーダ情報Ｒｊ１は、上述したように自車通信部１０
２を介して無線送信される。自車処理部１０４は、ステップＳ１０３の処理を完了すると
、ステップＳ１０４へ処理を進める。
【００９７】
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　ステップＳ１０４において、自車処理部１０４は、取得範囲内に存在する他車両の他車
通信部１１２から無線送信される他車レーダ情報Ｒｊ２を自車通信部１０２を介して取得
する。自車処理部１０４は、ステップＳ１０４の処理を完了すると、ステップＳ１０５へ
処理を進める。
【００９８】
　ステップＳ１０５において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０３において記憶した
自車レーダ情報Ｒｊ１と、ステップＳ１０４において取得した他車レーダ情報Ｒｊ２とを
纏めてレーダ情報Ｓｈとして、図示しない記憶部に記憶する。自車処理部１０４は、ステ
ップＳ１０５の処理を完了すると、ステップＳ１０６へ処理を進める。
【００９９】
　ステップＳ１０６において、自車処理部１０４は、レーダ情報Ｓｈに含まれる識別子に
基づいて、自車処理部１０４、及びステップＳ１０４において取得した他車レーダ情報Ｒ
ｊ２を送信した他車両の他車処理部１１４の中から、上述した方法で指示処理部を定める
。自車処理部１０４は、ステップＳ１０６の処理を完了すると、ステップＳ１０７へ処理
を進める。
【０１００】
　ステップＳ１０７において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０６の処理をすること
によって当該自車処理部１０４が指示処理部となったか否かを判断する。自車処理部１０
４は、ステップＳ１０６において、指示処理部となったと判断すると、ステップＳ１１０
へ処理を進める。一方、自車処理部１０４は、ステップＳ１０６において、指示処理部で
はないと判断すると、ステップＳ１０８へ処理を進める。
【０１０１】
　ステップＳ１０８～ステップＳ１０９、及びステップＳ１０８～ステップＳ１０９～ス
テップＳ１１６の処理は、自車処理部１０４（他車処理部１１４）が指示処理部ではない
ときに進められる処理である。ステップＳ１０８において、自車処理部１０４は、他車両
から無線送信される指示情報Ｓｊ２を取得したか否かを判断する。自車処理部１０４は、
ステップＳ１０８において、指示情報Ｓｊ２を取得したと判断すると、ステップＳ１０９
へ処理を進める。一方、自車処理部１０４は、ステップＳ１０８において、指示情報Ｓｊ
２を取得していないと判断すると、ステップＳ１０８の処理を繰り返す。自車処理部１０
４が、ステップＳ１０８において、指示情報Ｓｊ２を取得するまでステップＳ１０８の処
理を繰り返すことにより、指示情報Ｓｊ２を取得するまで待機をすることとなる。
【０１０２】
　尚、ステップＳ１０８において、自車処理部１０４が取得したか否かを判断する指示情
報Ｓｊ２とは、自車処理部１０４が、指示処理部としての処理をしていないときに、指示
処理部としての処理をしている他車両の他車処理部１１４から取得する指示情報である。
つまり、指示情報Ｓｊ２とは、指示処理部として処理をしている処理部によって生成され
る指示情報であり、自車処理部１０４が指示処理部として処理をしている場合を説明した
上述の説明における指示情報Ｓｊ１に相当する。
【０１０３】
　ステップＳ１０９において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０８において取得した
と判断した指示情報Ｓｊ２が処理の再開を指示する情報であるか否かを判断する。自車処
理部１０４は、ステップＳ１０９において、取得した指示情報Ｓｊ２が処理の再開を指示
する情報であるとき、ステップＳ１０１へ処理を戻す。一方、自車処理部１０４は、ステ
ップＳ１０９において、取得した指示情報Ｓｊ２が処理の再開を指示する情報でないとき
は、当該情報が自車レーダ１０３の自車周波数帯域を変更する指示を含む情報であると判
断して、ステップＳ１１６へ処理を進める。
【０１０４】
　ステップＳ１１０において、自車処理部１０４は、上述した指示処理部としての処理を
開始して、ステップＳ１０５において記憶したレーダ情報Ｓｈによって示される、地図上
における絶対的な領域へ変換した後の自車レーダ領域と、全ての他車レーダ１１３の他車
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レーダ領域とに基づいて、自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する
他車レーダ１１３を特定する処理をする。自車処理部１０４は、ステップＳ１１０の処理
を完了すると、ステップＳ１１１へ処理を進める。
【０１０５】
　ステップＳ１１１において、自車処理部１０４は、ステップＳ１１０で自車レーダ領域
と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダ１１３を特定できたか否かを判
断する。自車処理部１０４は、ステップＳ１１１において、他車レーダ１１３を特定でき
たと判断したとき、ステップＳ１１２へ処理を進める。一方、自車処理部１０４は、ステ
ップＳ１１１において、他車レーダ１１３を特定できないと判断したとき、ステップＳ１
０１へ処理を戻す。
【０１０６】
　ステップＳ１１２において、自車処理部１０４は、ステップＳ１１０において特定した
他車レーダ１１３の中から、レーダ情報Ｓｈに基づいて、自車レーダ１０３によって現在
使用されている自車周波数帯域と、他車レーダ１１３によって現在使用されている他車周
波数帯域とを比較して、自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域の他車レーダ１１３を
特定する処理をする。自車処理部１０４は、ステップＳ１１２の処理を完了すると、ステ
ップＳ１１３へ処理を進める。
【０１０７】
　ステップＳ１１３において、自車処理部１０４は、ステップＳ１１２で自車周波数帯域
と重複する他車周波数帯域の他車レーダ１１３を特定できたか否か、すなわち、自車レー
ダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ１１３を特定できたか否かを判断する。自車
処理部１０４は、ステップＳ１１３において、他車レーダ１１３を特定できたと判断した
とき、ステップＳ１１４へ処理を進める。一方、自車処理部１０４は、ステップＳ１１３
で他車レーダ１１３を特定できないと判断したとき、自車レーダ１０３と干渉する可能性
のあるレーダは存在しないと判断して、ステップＳ１０１へ処理を戻す。
【０１０８】
　ステップＳ１１４において、自車処理部１０４は、レーダ情報Ｓｈによって示される他
車周波数帯域変更可否情報に基づき、ステップＳ１１２で特定した他車レーダ１１３の中
から他車周波数帯域を変更することが不可能な他車レーダ１１３を特定する処理をする。
自車処理部１０４は、ステップＳ１１４の処理を完了すると、ステップＳ１１５へ処理を
進める。
【０１０９】
　ステップＳ１１５において、自車処理部１０４は、ステップＳ１１４で他車周波数帯域
を変更することが不可能な他車レーダ１１３を特定できたか否かを判断する。自車処理部
１０４は、ステップＳ１１５において、他車レーダ１１３を特定できたと判断したとき、
ステップＳ１１６へ処理を進める。一方、自車処理部１０４は、ステップＳ１１５におい
て、他車レーダ１１３を特定できないと判断したとき、ステップＳ１１７へ処理を進める
。
【０１１０】
　ステップＳ１１６において、自車処理部１０４は、レーダ情報Ｓｈによって示される全
ての他車レーダ１１３の現在使用中の他車周波数帯域と重複しない自車周波数帯域を選択
し、選択した自車周波数帯域へ変更する指示を自車レーダ１０３に対して与える。さらに
、ステップＳ１１６において、自車処理部１０４は、ステップＳ１０４において取得した
他車レーダ情報Ｒｊ２を生成した他車処理部１１４、すなわち、取得範囲に存在する他車
両の他車処理部１１４に対して処理を再開する指示を示す指示情報Ｓｊ１を生成する。自
車処理部１０４は、ステップＳ１１６の処理を完了すると、ステップＳ１０１へ処理を戻
す。
【０１１１】
　ステップＳ１１７において、自車処理部１０４は、ステップＳ１１２で特定した他車レ
ーダ１１３に対して、レーダ情報Ｓｈに基づき自車レーダ１０３の現在使用中の自車周波
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数帯域を示す情報を含み、当該自車周波数帯域と重複しない他車周波数帯域に変更させる
指示を与える指示情報Ｓｊ１を生成する。
【０１１２】
　以上が、本実施形態に係る自車処理部１０４の処理を示すフローチャートの説明である
。尚、上述の説明では、指示処理部として処理をする自車処理部１０４が、現在使用中の
自車周波数帯域に重複する他車周波数帯域で電磁波を放射する他車レーダを特定したとき
、特定した他車レーダの中から他車周波数帯域を変更することが不可能な他車レーダを特
定するものとした。しかしながら、自車処理部１０４は、現在使用中の自車周波数帯域に
重複する他車周波数帯域で電磁波を放射する他車レーダを特定したとき、特定した他車レ
ーダの中から他車周波数帯域を変更することが不可能な他車レーダをさらに特定すること
なく、直ちに、特定した全ての他車レーダの他車周波数帯域をレーダ情報Ｓｈに基づいて
認識し、認識した他車周波数帯域と重複しない自車周波数帯域に変更する指示を自車レー
ダ１０３に与えてもよい。これにより、上述した説明と同様に、自車レーダ１０３から放
射する電磁波が、他車レーダのアンテナに到達したとしても実際に干渉が生じることがな
くなる。
【０１１３】
　また、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３との干渉を回避できるのであれば、他車
周波数帯域を変更することが可能な他車レーダの中で他車レーダ領域が最も小さい他車レ
ーダ１１３に対して他車周波数帯域を変更させる指示を与えてもよい。
【０１１４】
　上述の従来技術では、他車両に搭載されたレーダ装置から放射される電磁波を反射波と
して受信することによって生じる干渉を検出しない限り、干渉を回避するための対策を講
じることができなかった。しかしながら、本実施形態では、上述したように自車レーダ領
域（自車レーダ領域Ｔ１）と他車レーダ領域（他車レーダ領域Ｔ２、及び他車レーダ領域
Ｔ３ａ）とが重複するとき、すなわち、一方の放射する電磁波が他方のアンテナに到達す
る前に、互いの周波数帯域を重複しないように変更する対策を講じるため、実際に干渉を
検出してから対策を講じることを完了するまでの期間、すなわち、対象物を測定できない
期間をなくすことができる。
【０１１５】
　また、上述の従来技術に限らず、既に実用化されているレーダの中には、干渉が生じる
と、受信した反射波のＳ／Ｎ比が低下して、測定範囲内に対象物が存在するのにも拘わら
ず検出することができず、測定範囲内に存在する対象物を見落としてしまうレーダもある
。しかしながら、本実施形態では、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ
１１３とが実際に干渉する前に、互いの周波数帯域を重複しないように変更する対策を講
じることができ、干渉が生じることによって測定範囲内に存在する対象物を見落としてし
まうことを防げる。
【０１１６】
　（第１の変形例）
　上述の第１の実施形態では、指示処理部として処理をする自車処理部１０４が、干渉す
る可能性のある他車レーダ１１３を特定するときに、まず、自車レーダ１０３の自車レー
ダ領域Ｔ１に重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダ１１３を特定するも
のとした。しかしながら、本発明に係る干渉回避システムは、予め定められた期間（以下
、推定期間と称する）が経過したときの自車レーダ領域、及び他車レーダ領域をそれぞれ
推定して、推定した自車レーダ領域（以下、推定自車レーダ領域と称する）に重複する、
推定した他車レーダ領域（以下、推定他車レーダ領域と称する）に電磁波を放射する他車
レーダを特定してもよい。
【０１１７】
　図６は、一例として、図２に示す時点から前述の推定期間だけ経過したときの推定自車
レーダ領域ＥＴ１、推定他車レーダ領域ＥＴ２、推定他車レーダ領域ＥＴ３ａ、及び推定
他車レーダ領域ＥＴ３ｂをそれぞれ図２に重畳して示す図である。また、図６に示す自車
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両ＥＣ１、他車両ＥＣ２、及び他車両ＥＣ３は、それぞれ推定期間だけ経過したときの、
自車両Ｃ１、他車両Ｃ２、及び他車両Ｃ３の位置を示す。
【０１１８】
　図６に示すように、指示処理部として処理をする自車処理部１０４は、推定自車レーダ
領域ＥＴ１、推定他車レーダ領域ＥＴ２、推定他車レーダ領域ＥＴ３ａ、及び推定他車レ
ーダ領域ＥＴ３ｂを推定し、推定自車レーダ領域ＥＴ１に重畳する推定他車レーダ領域に
電磁波を放射する他車レーダを特定してもよい。そして、推定自車レーダ領域ＥＴ１に重
畳する推定他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダを特定した後は、第１の実施形
態と同様に、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の現在使用中の自車周波数帯域に重
畳する他車周波数帯域を現在使用している他車レーダを、レーダ情報Ｓｈに基づいて特定
してもよい。
【０１１９】
　これにより、自車レーダ干渉回避装置１０は、より早く、自車両Ｃ１以外に存在する他
車両の他車レーダの中から、自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域を現在使用してい
る他車レーダを判断する処理を開始することができる。
【０１２０】
　尚、指示処理部として処理をする自車処理部１０４が、推定自車レーダ領域、及び推定
他車レーダ領域を判断する方法としては、前述の推定期間だけ過去に取得したレーダ情報
Ｓｈによって示される自車位置情報Ｊｉ１、及び他車位置情報Ｊｉ２と、現在の自車位置
情報Ｊｉ１、及び現在の他車位置情報Ｊｉ２とのそれぞれの差分に基づき、現在よりも推
定期間だけ経過したときの自車位置、及び他車位置を推定する方法が一例として挙げられ
る。
【０１２１】
　推定期間だけ経過したときの自車位置を推定すると、自車処理部１０４は、自車位置情
報Ｊｉ１によって示される位置と自車レーダ領域の基準（アンテナの搭載位置）との前述
の相対的な位置関係に基づき、自車レーダ諸元情報Ｒｇ１によって示される自車レーダ領
域を地図上の絶対的な座標で示される推定期間だけ経過したときの領域を演算することに
より、推定自車レーダ領域を推定することができる。
【０１２２】
　また、推定期間だけ経過したときの他車位置を推定すると、自車処理部１０４は、現在
の他車位置情報Ｊｉ２によって示される他車位置と、推定した他車位置との差分を、現在
の他車レーダ領域の地図上の絶対的な座標にそれぞれ加算することにより、推定他車レー
ダ領域を推定することができる。
【０１２３】
　（第２の変形例）
　第１の実施形態では、指示処理部として処理をする自車処理部１０４は、自車レーダ領
域Ｔ１と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダ１１３を特定したとき、
特定した他車レーダ１１３の中から、現在使用中の自車周波数帯域と重複する他車周波数
帯域を現在使用中の他車レーダ１１３を特定する処理を、全ての他車レーダ１１３につい
て同時にするものとした。しかしながら、指示処理部として処理をする自車処理部１０４
は、自車レーダ領域Ｔ１と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダを特定
したとき、レーダ情報Ｓｈによってそれぞれ示される自車位置情報Ｊｉ１と他車位置情報
Ｊｉ２とに基づき、特定した他車レーダ１１３の内、自車両Ｃ１に近い他車両の他車レー
ダ１１３から順番に、現在使用中の自車周波数帯域と重複する他車周波数帯域を現在使用
しているか否かを判断して、特定してもよい。
【０１２４】
　このとき、指示処理部として処理をしている自車処理部１０４は、さらに、自車レーダ
１０３が現在使用中の自車周波数帯域と重複している他車周波数帯域を使用していると特
定した他車レーダ１１３から順番に、自車レーダ１０３の自車周波数帯域と、特定した他
車レーダ１１３の他車周波数帯域とが重複しないように、自車レーダ１０３、及び当該他
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車レーダ１１３の少なくともいずれか一方に対して周波数帯域を変更させる指示を与えて
もよい。さらに、このとき、自車処理部１０４は、レーダ情報Ｓｈに示される他車レーダ
１１３の他車周波数帯域変更可否情報に基づいて、第１の実施形態と同様に自車レーダ１
０３、及び他車レーダのいずれに周波数帯域を変更させる指示を与えるかの判断をしても
よい。
【０１２５】
　指示処理部として処理をする自車処理部１０４が、自車レーダ１０３に近い位置に存在
する他車両の他車レーダから順番に干渉するか否かの判断をし、互いのレーダの周波数帯
域を重複しない周波数帯域に変更することにより、自車両と衝突する危険性がより高い位
置に存在する他車両の他車レーダを優先して干渉を回避して、正確な測定をすることがで
きる。
【０１２６】
　（第２の実施形態）
　本発明において、自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３として用いることのできる
レーダは、放射する電磁波に、予め定められた系列の符号信号を重畳するレーダであって
もよい。予め定められた系列の符号信号を重畳した電磁波を放射することにより、受信し
た反射波と放射した電磁波との相関に基づいて、受信した反射波が、自身から放射された
電磁波の反射波であるか、他のレーダから放射された電磁波を受信したものであるかを判
断することができる。自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３が電磁波に重畳する符号
信号の系列としては、Ｍ系列、及びＧｏｌｄ系列などが一例として挙げられる。このよう
に、放射する電磁波に予め定められた系列の符号信号を重畳するレーダは、既に実用化さ
れている。
【０１２７】
　ただし、自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３が電磁波に重畳する符号信号の系列
が、互いに同じであるか否かに拘わらず、重畳する符号信号のパターンが、図７に示すよ
うに互いに同じパターンであると、いずれか一方のレーダが、他方のレーダから放射され
た電磁波を反射波として受信したときと、自レーダから放射された電磁波の反射波を受信
したときとの間で相関の差異が不明瞭になる。このため、自車レーダ１０３、及び他車レ
ーダ１１３が、図７に示すように互いに同じパターンの符号信号を重畳すると、他方のレ
ーダから干渉を受けてしまう。つまり、放射する電磁波に予め定められた系列の符号信号
を重畳するレーダでは、第１の実施形態で述べたように互いの周波数帯域が重複するとき
以外のときでも、干渉することがある。尚、図７には、一例として、互いに異なる系列で
あって、且つ同じパターンの符号信号を示している。
【０１２８】
　そこで、第２の実施形態に係る干渉回避システム２は、自車レーダ１０３、及び他車レ
ーダ１１３がそれぞれ符号信号を重畳した電磁波を放射する場合に、互いに異なるパター
ンの符号信号を重畳して電磁波を放射するようにしてもよい。以下、第２の実施形態に係
る干渉回避システム２の処理について説明する。尚、第２の実施形態に係る干渉回避シス
テム２の機能構成は、第１の実施形態に係る干渉回避システム１と同じであるため説明を
省略する。
【０１２９】
　第１の実施形態では、指示処理部として処理をしている自車処理部１０４が、自車レー
ダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する他車レーダ１１３の中から、レーダ
情報Ｓｈに基づいて、自車レーダ１０３によって現在使用されている自車周波数帯域と、
他車レーダ１１３によって現在使用されている他車周波数帯域とを比較して、自車周波数
帯域と重複する他車周波数帯域の他車レーダ１１３を、自車レーダ１０３と干渉する可能
性のあるレーダとして特定するものとした。
【０１３０】
　これに対して、第２の実施形態では、指示処理部として処理をする自車処理部１０４が
、第１の実施形態と同様に自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波を放射する
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他車レーダを特定した後、特定した他車レーダの中から、レーダ情報Ｓｈに基づいて、自
車レーダ１０３によって現在使用されている符号信号のパターン（以下、自車符号パター
ンと称する）と、他車レーダ１１３によって現在使用されている符号信号のパターン（以
下、他車符号パターンと称する）とを比較して、自車符号パターンと略一致する他車符号
パターンの他車レーダ１１３を、自車レーダ１０３と干渉する可能性のあるレーダとして
特定する。
【０１３１】
　そして、自車レーダ１０３と干渉する可能性のあるレーダとして、自車レーダ１０３に
よって現在使用されている自車符号パターンと略一致する他車符号パターンを現在使用し
ている他車レーダ１１３を特定すると、自車処理部１０４は、特定した他車レーダ１１３
の他車符号パターンと自車レーダ１０３の自車符号パターンとが略一致しないように、自
車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３の少なくともいずれか一方に符号パターンを変更
させる指示を与える。これにより、自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３は、放射し
た電磁波と受信した反射波との相関に基づいて、受信した反射波が、他のレーダから放射
された電磁波か、自身が放射した電磁波が対象物で反射した反射波であるかを判断するこ
とができるため、上述した説明と同様に、自車レーダ１０３から放射する電磁波が、他車
レーダ１１３のアンテナに到達したとしても実際に干渉が生じることがなくなる。
【０１３２】
　第２の実施形態において、指示処理部として処理をする自車処理部１０４が干渉する可
能性のある他車レーダを特定するためには、自車レーダ１０３が記憶する自車レーダ諸元
情報Ｒｇ１に自車レーダ１０３が現在使用中の自車符号パターン、自車符号パターン変更
可否情報、及び変更可能な複数の自車符号パターンを示す情報を含ませておく必要がある
。これにより、自車レーダ１０３から自車レーダ諸元情報Ｒｇ１を取得した自車処理部１
０４は、自車レーダ１０３が現在使用中の自車符号パターン、自車符号パターン変更可否
情報、及び変更可能な複数の自車符号パターンを示す情報を含む自車レーダ情報Ｒｊ１を
第１の実施形態と同様に生成することができる。
【０１３３】
　自車レーダ１０３と同様に、他車レーダ１１３は、当該他車レーダ１１３が記憶する他
車レーダ諸元情報Ｒｇ１に、現在使用中の他車符号パターン、他車符号パターン変更可否
情報、及び変更可能な他車符号パターンを示す情報を含ませておく必要がある。これによ
り、他車レーダ１１３から他車レーダ諸元情報Ｒｇ１を取得した他車処理部１１４は、他
車レーダ１１３が現在使用中の他車符号パターン、他車符号パターン変更可否情報、及び
変更可能な他車符号パターンを示す情報を含む他車レーダ情報Ｒｊ２を第１の実施形態と
同様に生成することができる。
【０１３４】
　そして、自車処理部１０４は、指示処理部として処理をするときに、第１の実施形態と
同様に自車レーダ情報Ｒｊ１と他車レーダ情報Ｒｊ２とを取得してレーダ情報Ｓｈとして
纏めて記憶する。図８は、第２の実施形態に係る自車処理部１０４、及び他車処理部１１
４がそれぞれ記憶するレーダ情報Ｓｈの一例を示す図である。レーダ情報Ｓｈを記憶する
と、自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の自車符号パターン、及び他車レーダ１１３
の他車符号パターンが略一致するか否かを、第１の実施形態と同様にレーダ情報Ｓｈに基
づいて判断し、略一致するときには、互いのレーダが干渉する可能性があると判断して、
互いのレーダが放射する電磁波を干渉しない状態にする指示を、自車レーダ１０３、及び
他車レーダ１１３の少なくともいずれか一方に与える対策を講じることができる。第２の
実施形態において、互いのレーダが放射する電磁波が干渉しない状態とは、互いのレーダ
が放射する電磁波に重畳する符号信号のパターンが互いに略一致しない状態である。
【０１３５】
　自車処理部１０４は、自車レーダ１０３の自車符号パターンと他車レーダ１１３の他車
符号パターンとが互いに略一致しないように変更させるとき、まず、レーダ情報Ｓｈに基
づいて、自車レーダ１０３と干渉する可能性のある他車レーダ１１３の中から、他車符号
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パターンを変更することが不可能な他車レーダ１１３を特定する。そして、自車処理部１
０４は、他車符号パターンを変更することが不可能な他車レーダ１１３を特定したとき、
自車レーダ１０３の自車符号パターンを、自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電
磁波を放射する他車レーダ１１３の他車符号パターンと重複しない自車符号パターンに変
更する指示を自車レーダ１０３に与える。
【０１３６】
　一方、自車処理部１０４が、他車符号パターンを変更することが不可能な他車レーダ１
１３を特定できないとき、すなわち、自車レーダ領域と重複する他車レーダ領域に電磁波
を放射する他車レーダ１１３が全て他車符号パターンを変更することが可能なときには、
自車処理部１０４は、全ての他車レーダ１１３に対して自車符号パターンと重複しない符
号パターンに変更する指示を指示情報Ｓｊ１として生成してもよい。
【０１３７】
　このとき、自車処理部１０４は、指示情報Ｓｊ１に現在使用中の自車符号パターンを示
す情報を含ませて指示情報Ｓｊ１を生成する。そして、自車処理部１０４によって生成さ
れた指示情報Ｓｊ１を、上述したように自車通信部１０２、及び他車通信部１１２を介し
て取得したそれぞれの他車処理部１１４は、取得した指示情報Ｓｊ１に含まれる自車符号
パターンと重複しない他車符号パターンをそれぞれ図示しない記憶部に記憶しているレー
ダ情報Ｓｈに基づいて判断して、判断した他車符号パターンに変更する指示をそれぞれの
他車レーダ１１３に与える。これにより、全ての他車レーダ１１３の他車符号パターンが
自車符号パターンと略一致しないように変更されるため、第１の実施形態と同様に、自車
レーダ１０３から放射する電磁波が、他車レーダ１１３のアンテナに到達したとしても実
際に干渉が生じることがなくなる。
【０１３８】
　また、自車処理部１０４は、自車レーダ領域に重複する他車レーダ領域に電磁波を放射
する他車レーダ１１３を特定したとき、特定した他車レーダ１１３の中から他車符号パタ
ーンを変更することが不可能な他車レーダ１１３をさらに特定することなく、直ちに、特
定した全ての他車レーダ１１３の他車符号パターンをレーダ情報Ｓｈに基づいて認識し、
認識した他車符号パターンと重複しない自車符号パターンに変更する指示を自車レーダ１
０３に与えてもよい。これにより、第１の実施形態と同様に、自車レーダ１０３から放射
する電磁波が、他車レーダ１１３のアンテナに到達したとしても実際に干渉が生じること
がなくなる。
【０１３９】
　以上が、第２の実施形態に係る干渉回避システム２の説明である。尚、本発明に係る自
車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３がそれぞれ周波数帯域を変更するときは、例えば
、７６．６ＧＨｚであった搬送波周波数を、７６．２ＧＨｚに変更するなどして周波数帯
域を変更してもよい。図９に自車レーダ１０３、及び他車レーダ１１３がそれぞれ変更可
能な搬送波周波数の一例を示す。図９において、同じ搬送波周波数の内、ＩＳＭと付して
いる搬送波周波数は、国際電気通信連合（ＩＴＵ）によって決定された周波数を示す。ま
た、一般的な車両に搭載されるレーダは、製造メーカーによって採用する搬送波周波数に
傾向があるため、この傾向を考慮して、レーダ情報Ｓｈによって示される周波数帯域の中
から変更後の周波数帯域を選択して、自車レーダ１０３、又は他車レーダ１１３に対して
指示をしてもよい。
【０１４０】
　また、上述した自車通信部１０２、及び他車通信部１１２は、ＤＳＲＣ（Dedicated Sh
ort Range Communication）プロトコル、及び無線ＬＡＮ（Local Area Network）で処理
することのできるプロトコルを用いて、直接通信、及び基地局との通信をしてもよい。尚
、本発明において無線通信をするために放射／受信する電磁波は、本発明における全ての
レーダから放射される電磁波、或いは当該レーダによって受信される反射波とは異なるも
のであるし、干渉もしないものであることは、言うまでもない。
【０１４１】
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　また、他車レーダ干渉回避装置２０は、図１に示すように他車位置測定部１１１、他車
通信部１１２、他車レーダ１１３、及び他車処理部１１４を備える装置であってもよいし
、既に他車両に取り付けられている他車位置測定部１１１（ナビゲーションシステム）、
他車通信部１１２（ＤＳＲＣ通信部、又は無線ＬＡＮ通信部）、及び他車レーダ１１３（
レーダ）に相当する構成に対して、本発明に係る他車処理部１１４と同じ処理が可能な処
理装置を付加した装置であってもよい。このとき、既に他車両に取り付けられているレー
ダは、上述した他車レーダ諸元情報Ｒｇ２を記憶する記憶部を備えていない場合があるた
め、当該処理装置が当該レーダの他車レーダ諸元情報Ｒｇ２を予め記憶し、既に取り付け
られているナビゲーションシステムによって生成される他車位置情報Ｊｉ２と、記憶して
いる他車レーダ諸元情報Ｒｇ２とに基づいて、上述した他車処理部１１４と同じ処理をす
ることで、本発明に係る干渉回避システム１、或いは干渉回避システム２を構成すること
ができる。
【０１４２】
　これにより、ナビゲーションシステム、通信部、及びレーダなどを予め備えている一般
的な他車両に、前述の処理装置を取り付けるだけで、他車レーダ干渉回避装置２０を構成
することができる。
【０１４３】
　また、本発明における自車レーダ領域、及び他車レーダ領域は、自車レーダ１０３、及
び他車レーダ１１３から放射される電磁波が到達する領域を少なくとも含む領域であれば
、当該電磁波が到達する領域と同じであってもよいし、自車両、或いは他車両の走行して
いる車線の対向車線を含む領域であってもよい。
【０１４４】
　また、上述の第１の実施形態と第２の実施形態とを組み合わせたレーダ干渉回避システ
ムも実現可能であることは言うまでもない。すなわち、自車周波数帯域、及び自車符号パ
ターンの内、少なくともいずれか一方を変更可能である自車レーダ１０３を用いてもよい
。そして、指示処理部として自車処理部１０４が処理をする場合を一例として説明すると
、他車周波数帯域、及び他車符号パターンの内、変更可能であるものが互いに異なる他車
レーダ１１３を少なくとも含む複数の他車レーダ１１３が、自車レーダ領域に重複する領
域に電磁波を放射するときに、自車レーダ１０３の自車周波数帯域、自車符号パターン、
他車周波数帯域、及び他車符号パターンの内、変更可能なものを自車レーダ１０３、及び
複数の他車レーダ１１３に対して変更させる指示をして干渉を回避してもよい。
【０１４５】
　また、上述の説明では自車レーダ干渉回避装置１０は、自車両の前方、後方、及び側方
などの複数の方向に存在する対象物をそれぞれ測定する複数の自車レーダ１０３を搭載し
てもよいこととした。具体的に説明すると、自車レーダ干渉回避装置１０は、図１０に示
すように１以上の自車レーダ１０３を必要とされる測定範囲や測定方向に応じて備えてい
てもよい。さらに、自車レーダ干渉回避装置１０が複数の自車レーダ１０３を備えるとき
には、互いの自車レーダ１０３の自車周波数帯域が異なっていてもよい。他車レーダ干渉
回避装置２０の他車レーダ１１３についても同様である。
【０１４６】
　また、自車レーダ干渉回避装置１０が、上述したように対象物の存在する方向の角度を
測定できる自車レーダ１０３を備えるとき、当該自車レーダ１０３は図１１に示すように
レーダーの中心軸と、相対角の測定範囲の中心軸、すなわち、上下角度或いは水平角度の
測定範囲の中心軸とは、必ずしも一致しなくてもよい。これは、他車レーダ干渉回避装置
２０の他車レーダ１１３についても同様である。
【０１４７】
　また、上述の自車処理部１０４、及び他車処理部１１４はそれぞれ、記憶装置（ＲＯＭ
、ＲＡＭ、ハードディスク等）に格納された上述した処理手順を実施可能な所定のプログ
ラムデータが、ＬＳＩ、ＣＰＵ或いはマイクロコンピュータなどによって解釈実行される
ことで実現されてもよい。ＣＰＵとは、自動車などの移動体に搭載されるＥＣＵ（Electr
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データは、記憶媒体を介して記憶装置内に導入されてもよいし、記憶媒体上から直接実行
されてもよい。尚、記憶媒体とは、ＲＯＭやＲＡＭやフラッシュメモリなどの半導体メモ
リ、フレキシブルディスクやハードディスクなどの磁気ディスクメモリ、ＣＤ－ＲＯＭや
ＤＶＤやＢＤなどの光ディスクメモリ、及びメモリカードなどであってもよい。また、上
述の自車レーダ干渉回避装置１０、及び他車レーダ干渉回避装置２０をそれぞれ構成する
１つ、又は複数の機能ブロックを、１つ、又は複数の電子回路、ＬＳＩ、ＣＰＵ、及びマ
イクロコンピュータなどを組み合わせて実現してもよい。
【０１４８】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、上述の説明はあらゆる点において本発明の一例
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　本発明によれば、他車両に搭載されたレーダ装置から放射される電磁波を反射波として
受信せずとも、干渉する可能性があるか否かを判断でき、干渉する可能性があると判断し
たときに対策を講じることのできるレーダ干渉回避装置、及び当該装置で実行されるレー
ダ干渉回避方法を提供でき、例えば、車両などの移動体に搭載されるレーダの干渉を回避
するレーダ干渉回避装置などに有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】本発明に係る干渉回避システム１の機能構成を示す機能ブロック図
【図２】本発明における自車レーダ領域（他車レーダ領域）を説明する図
【図３】本発明に係る干渉回避システム１の処理を説明するための図
【図４】第１の実施形態に係るレーダ情報の一例を示す図
【図５】本発明に係る自車処理部（他車処理部）の処理を示すフローチャート
【図６】第１の実施形態の第１の変形例を説明するための図
【図７】本発明に係る自車レーダ（他車レーダ）が電磁波に重畳する符号信号の一例を示
す図
【図８】第２の実施形態に係るレーダ情報の一例を示す図
【図９】本発明に係る自車レーダ（他車レーダ）の使用可能な電磁波の搬送波周波数を示
す図
【図１０】自車レーダの搭載箇所の一例を示す図
【図１１】自車レーダの中心軸と測定方向との一例を示す図
【符号の説明】
【０１５１】
　１　　干渉回避システム
　２　　干渉回避システム
　１０　　自車レーダ干渉回避装置
　２０　　他車レーダ干渉回避装置
　１０１　　自車位置測定部
　１０２　　自車通信部
　１０３　　自車レーダ
　１０４　　自車処理部
　１１１　　他車位置測定部
　１１２　　他車通信部
　１１３　　他車レーダ
　１１４　　他車処理部
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